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令和２年第１回定例会（第２号） 

 
令和２年３月１７日（火曜日）午前１０時００分開議   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 令和２年度七飯町施政方針 

 日程第 ３ 令和２年度七飯町教育行政方針 

 日程第 ４ 各常任委員会報告 

 日程第 ５ 出納検査報告 

 日程第 ６ 定期監査報告 

 日程第 ７ 令和元年議案第６４号       七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う 

              関係条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第 ８ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ９ 議案第 ８号 職員の分限についての手続及び効果に関する条例及び職員の給与に関す 

              る条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第 ９号 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に 

              ついて 

 日程第１１ 議案第１０号 七飯町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第１２ 議案第１１号 固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 日程第１３ 議案第１２号 七飯町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

              部改正について 

 日程第１４ 議案第１３号 七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第１４号 七飯町介護保険条例及び七飯町介護保険料率の特例に関する条例の一部 

              改正について 

 日程第１６ 議案第１５号 七飯町公営企業の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第１６号 七飯町水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第１７号 桜Ｂ団地５棟・６棟長寿命化改修建築主体工事請負契約について 

 日程第１９ 議案第１８号 本町上台団地３棟・４棟長寿命化改修建築主体工事請負契約について 

 日程第２０ 議案第１９号 渡島公平委員会規約の変更に関する協議について 

 日程第２１ 議案第２０号 令和元年度七飯町一般会計補正予算（第１０号） 

 日程第２２ 議案第２１号 令和元年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第２３ 議案第２２号 令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第５号） 

 日程第２４ 議案第２３号 令和元年度七飯町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第２５ 議案第２４号 令和元年度七飯町水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第２６ 議案第２５号 町道路線の認定について 

 日程第２７ 議案第２６号 町道路線の廃止について 

 日程第２８ 報告第 １号 令和２年度一般社団法人北海道大沼国際交流協会事業計画及び予算の提 

              出について 

   ────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１７名） 

    議  長 １８番  木 下   敏      副 議 長     １７番  青 山 金 助  
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          １番  横 田 有 一            ２番  神 﨑 和 枝  

          ３番  平 松 俊 一            ４番  池 田 誠 悦  

          ６番  稲 垣 明 美            ７番  畑 中 静 一 

          ８番  長谷川 生 人            ９番  上 野 武 彦  

         １０番  坂 本   繁           １１番  澤 出 明 宏  

         １２番  中 島 勝 也           １３番  川 村 主 税  

         １４番  中 川 友 規           １５番  若 山 雅 行 

         １６番  川 上 弘 一 

────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

          ５番  田 村 敏 郎 

────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   町       長  中 宮 安 一 

   ────────────────────────────────────────── 

○町長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   副   町   長  宮 田   東     総 務 部 長           釣 谷 隆 士 

   民 生 部 長           杉 原   太     経 済 部 長           青 山 芳 弘 

   総務部総務財政課長  俉 楼   司     総務部情報防災課長  若 山 みつる 

   総務部政策推進課長  中 村 雄 司     総 務 部 税 務 課 長           広 部 美 幸 

   会計課長兼経済部水道課参事           青 山 栄久雄     民 生 部 住 民 課 長           清 野 真 里 

   民生部環境生活課長  磯 場 嘉 和     民 生 部 福 祉 課 長           村 山 德 收  

   民生部子育て健康支援課長           岩 上   剛     経済部商工観光課長           福 川 晃 也  

   経済部農林水産課長           川 島 篤 実     経 済 部 土 木 課 長           佐々木 陵 二  

   経済部都市住宅課長           寺 谷 光 司     経 済 部 水 道 課 長           笠 原 泰 之  

  ────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   教 育 長           與 田 敏 樹 

   ────────────────────────────────────────── 

○教育長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   教 育 次 長           扇 田   誠     学 校 教 育 課 長           竹 内 圭 介 

   生 涯 教 育 課 長           北 村 公 志     学校給食センター長           柴 田   憲 

   スポーツ振興課長           川 崎   元 

────────────────────────────────────────── 

○農業委員会会長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   事 務 局 長           田 中 正 彦 

   ────────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           関 口 順 子     書       記  妹 尾 洋 兵 

   書       記  佐々木 宏 美 

   ────────────────────────────────────────── 
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○会議規則第１１６条の規定により指名された会議録署名議員 

         １４番  中 川 友 規            １５番  若 山 雅 行 
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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和２年第

１回七飯町議会定例会の本日の会議を開きます。 

 田村敏郎議員から、本日の会議を欠席する届け

出がありました。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１４番  中 川 友 規 議員   

１５番  若 山 雅 行 議員   

以上２議員を指名いたします。 

 本定例会中、演台において発言する場合は、マ

スクを外して発言することを許可いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  令和２年度七飯町施政方針 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 令和２年度七飯

町施政方針を行います。 

 町長の発言を許します。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 令和２年度七飯町施政方針

を申し述べます。 

 Ⅰ、はじめに。 

 令和２年第１回七飯町議会定例会の開会に当た

り、本年度の町政執行に臨む基本姿勢と施策の一

端を申し述べます。 

 議会の皆様をはじめ町民の皆様の温かい御指

導、御支援のもと４期折り返しの町政運営を担わ

せていただくに当たり、改めて感謝を申し上げま

す。 

 昨年５月１日に、元号が平成から令和に変わ

り、本年は新時代の幕開けにふさわしい東京オリ

ンピック・パラリンピックが開催され、その象徴

である聖火リレーが、６月１４日大沼国定公園内

を駆け抜けます。４年に１度の一大イベントにか

かわることができ、光栄に感じているところであ

ります。 

 元号が変わり、時代がどんなに変わっても安全

で安心なまちづくりに努め、「住みたいまち・住

み続けたいまち“七飯町”」の実現を目指し、さ

らなる七飯町の発展のために尽くしてまいります

ので、議会の皆様並びに町民の皆様の御理解、御

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 Ⅱ、町政に臨む基本方針。 

 “夢と希望と可能性”にあふれた「住みたいま

ち・住み続けたいまち“七飯町”」の主役は、町

民の皆様です。本年度の町政に臨むに当たり、基

本方針を申し述べます。 

 昨年は、大中山小学校の改築を核とした一体整

備が完了したほか、４月より、道南では初めての

義務教育学校、大沼岳陽学校として開校となる大

沼中学校の改修事業もおおむね完了し、教育環境

の整備を図ってまいりました。 

 また、農業では、新たな集出荷予冷施設が本稼

働したほか、道の駅なないろ・ななえでは、男爵

ラウンジとの相乗効果により、来場者数が２００

万人を超えております。 

 昨今、人口減少が喫緊の大きな課題の中、これ

まで前述のような多岐にわたり波及効果が大きい

と思われる企業誘致・教育及び産業などの施策に

力を注いでまいりました。この施策の積み重ねに

より、人口減少の進行を微減にとどめ、町民総数

２万８,０００人を維持しております。このこと

は、七飯町まち・ひと・しごと創生総合戦略にお

いて検証され、一定の成果としてあらわれていま

す。今後も住環境整備、子育て支援、地場産業の

育成及び企業誘致など、波及効果が期待される事

務事業に取り組んでまいります。 

 また、本年度は、第５次七飯町総合計画の中間

年となることから、これまでの施策などを検証す

るほか、次の基本的な視点に基づき、具体的に施

策を実行してまいります。 

 ①子供たちを安心して産み育てられる。 

 ②住み続けたいと思える生活環境を整える。 

 ③食や観光をはじめとする力強い産業と雇用の

場をつくる。 
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 ④七飯町らしさを生かして人を呼び込み、呼び

戻す。 

 特に、②の住み続けたいと思えるについては、

安全で安心なまちづくりを進めることであり、災

害は必ずやってくるを念頭におき、防災行政無線

の整備に着工してまいります。詳細な施策につき

ましては、主要施策の推進についてにおいて御説

明申し上げますが、最小の経費で最大の効果が得

られるよう優先順位を見極めながら、一般会計１

２０億円の予算を編成いたしましたので、御理解

のほどお願い申し上げます。 

 Ⅲ、主要施策の推進について。 

 本年度の主要施策については、町政運営の指針

であります第５次七飯町総合計画の基本構想及び

基本計画に沿って御説明申し上げます。 

 第１、安全・便利なまち。初めに、道路、交通

ネットワークについて述べてまいります。 

 道路の整備については、関係機関との連携のも

と、安全で安心な交通網の形成を図るため、町道

整備として社会資本整備総合交付金で２路線の改

良舗装工事、橋梁長寿命化で２橋梁の修繕事業、

１橋梁の修繕設計、１５橋梁の点検、単独事業で

１０路線の改良舗装工事のほか、道路維持補修を

実施してまいります。 

 国道については、北海道縦貫自動車道大沼公園

インターチェンジから（仮称）七飯インターチェ

ンジ間のトンネル工事が着工されましたが、早期

完成の要望とあわせて、既存の国道５号の交通安

全対策を重点とした片側２車線化を函館開発建設

部に要望してまいります。道道については、大沼

公園鹿部線、大沼公園線、大野大中山線及び大中

山駅前通りの整備促進について、引き続き北海道

に要望してまいります。河川については、北海道

が事業主体の久根別川広域河川改修事業、藤城川

砂防事業、水無沢川砂防事業、軍川砂防事業及び

蒜沢川砂防事業の整備促進について、引き続き関

係機関に対し要望してまいります。 

 地域公共交通については、超高齢化社会に対応

した地域の足の確保のため、鉄道や路線バスへの

接続拡充、利便性向上を図りながら、デマンド型

交通などの具体的手法の検討を行ってまいりま

す。 

 次に、住宅市街地について述べてまいります。 

 空き家対策については、七飯町空家等対策計画

に基づき、空き家の適正管理を推進するととも

に、周辺環境に悪影響を与える特定空家の解体費

助成制度を活用し、解消に努めてまいります。 

 公営住宅の整備については、冬トピア団地の８

棟目となる長寿命化工事を施行するほか、桜Ｂ団

地及び本町上台団地の屋根や外壁の改修工事を行

います。 

 また、大中山地区に建設中の道営住宅の整備に

ついて、支援してまいります。 

 次に、交通安全・防犯について述べてまいりま

す。 

 交通安全対策については、関係諸団体等との連

携を密にし、交通弱者と言われる児童生徒、高齢

者の交通安全教育の徹底を図るとともに、事故防

止の交通安全運動を展開してまいります。 

 また、全国的に高齢者の運転操作ミスなどによ

る痛ましい事故が発生していることを踏まえ、運

転に不安のある７０歳以上の高齢者を対象に、高

齢者運転免許証自主返納支援事業を推進してまい

ります。 

 防犯については、警察、地域及び関係団体等と

連携し、安全で安心して暮らせるまちづくりを目

指してまいります。 

 また、外灯については、外灯組合や町内会等と

ともに、維持管理に努めてまいります。 

 次に、消防・救急・防災について述べてまいり

ます。 

 消防及び救急については、６月に東大沼多目的

グラウンドトルナーレにおいて、渡島消防総合訓

練大会が開催されることから、支援してまいりま

す。 

 防災については、本年２月に七飯町地域防災計

画を改定し、町民への情報伝達手段や避難行動要

支援者の的確な把握など、防災対策の強化を図る

内容としました。この計画に沿って、より災害に

強いまちづくりを進めてまいります。特に、町民

への情報伝達手段については、防災行政無線の町

内全域への整備に加え、町内会と住民組織を活用

した緊急連絡網など、あらゆる手段で災害時の情

報伝達を確実に行えるようにしてまいります。 
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 また、全戸配布の七飯町防災ガイドマップにつ

いても最新のハザードマップや、大規模停電対策

などを盛り込んだ内容に見直ししてまいります。 

 次に、情報ネットワークについて述べてまいり

ます。 

 七飯町公式ホームページをリニューアルし、よ

り利用しやすい環境を提供するとともに、多言語

対応の機能を追加し、外国人にも観光や防災情報

などを伝えられる環境に整備してまいります。 

 また、マイナンバーカードについては、９月か

らのマイナポイントキャッシュレス決済サービス

や来年３月以降には健康保険証にも利用できるよ

う予定されていることから、普及率の向上に努め

てまいります。 

 第２、快適なまち。 

 初めに、環境施策について述べてまいります。 

 大沼の環境保全対策については、大沼環境保全

対策協議会において示された、大沼環境保全計画

の方針に基づき対策を進めてまいります。また、

ラムサール条約登録湿地である大沼の豊かな自然

環境を次世代につなぐため、本年度開校する大沼

岳陽学校の児童生徒を対象に、大沼ラムサール隊

を編成し、自然環境学習を実施してまいります。 

 下水道処理区域外の生活排水対策については、

合併処理浄化槽の設置を図り、公共用水域の水質

汚濁防止と生活環境の保全に努めてまいります。 

 次に、循環型社会について述べてまいります。 

 廃棄物対策については、分別の徹底やリサイク

ルの推進による資源の再利用を促進し、ごみの減

量化を図ります。また、不法投棄の防止などにつ

いては、住民・事業者及び行政が一体となって取

り組んでまいります。 

 クリーンセンターとななえ斎苑の設備について

は、メンテナンス及び改修工事を行い、また、老

朽化が進むリサイクルセンターについては補修工

事を行うとともに、更新の検討をしてまいりま

す。 

 次、上下水道について述べてまいります。 

 水道・下水道事業については、施設の適切な維

持管理や更新を行い、継続的なサービスの提供に

努めてまいります。水道については、新たに水源

を整備し、さらに安定的な水の確保を図ってまい

ります。 

 また、下水道については、これまで準備を進め

てまいりました地方公営企業法の適用となること

から、経営基盤の安定化と経営状況の明確化を

図ってまいります。 

 第３、ふれあい・安心のまち。 

 初めに、保健・医療について述べてまいりま

す。 

 保健については、第３期健康づくり基本計画に

基づく事業を推進してまいります。主な取り組み

としては、生活習慣の改善が非常に重要であるこ

とから、高血圧や高脂血症などの生活習慣病を予

防するためのヘルシー教室を開催してまいりま

す。また、疾病の早期発見や重症化の予防に重点

をおき、自分自身が健康管理を意識し、定期的か

つ継続的な検診をより多く受けていただくため、

基本健康診査の自己負担額を無料とし、受診勧奨

のさらなる推進に努めてまいります。 

 母子保健については、妊婦・産婦健康診査や産

後ケアの実施に加え、妊娠期から子育て期にわた

る切れ目のない子育て支援を行うため、保健セン

ター内に子育て世代包括支援センターを設置し、

妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、

必要な情報提供、助言、保健指導を行う新たな体

制強化の充実を図ってまいります。 

 また、令和３年度からの実施を目指す５歳児健

診事業に向け、健診後のケアや就学までのサポー

ト支援の充実を図るため、保健師、町内幼保職員

等を対象とした各種研修会を行うなど、知識向上

を目指す取り組み及び各関係機関との連携体制を

強化してまいります。 

 次に、地域福祉について述べてまいります。 

 第４期総合保健福祉計画に基づき、地域におけ

る課題の解決や共助の促進を図るため、関係団体

等との連携のもと、要援護者支え合い事業やボラ

ンティアポイント事業を推進してまいります。町

内の介護事業所等に従事する人材の確保について

は、介護職員初任者研修受講補助金の補助要件を

拡充してまいります。 

 また、地域福祉のさらなる充実に向けて、高齢

者福祉計画、第８期介護保険事業計画及び第５期

障がい者福祉計画、第６期障がい者プランを策定
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してまいります。 

 次に、高齢者福祉について述べてまいります。 

 高齢者が、介護や支援が必要になっても、住み

なれた地域で安心して暮らし続けることができる

よう、在宅福祉サービスの充実に努めるととも

に、高齢者の実情に合った対応を講じてまいりま

す。 

 また、老人クラブ、老人クラブ連合会が行う健

康・友愛・奉仕活動を支援してまいります。 

 介護保険事業については、地域共生社会の実現

に向け、他機関の共同による包括支援体制の構築

に向けた実施体制の整備を進めるとともに、認知

症やひとり暮らし高齢者の増加に比例して成年後

見制度の利用の必要性も高まりつつあり、成年後

見制度の利用促進に必要な中核機関を設置し、支

援機能の充実を図ってまいります。 

 また、介護予防と生活支援においては、有償ボ

ランティアによる生活援助と外出支援を組み合わ

せた生活支援サポート事業を推進するとともに、

地域コミュニティによる地域介護予防活動支援事

業を支援してまいります。 

 次に、障がい者福祉について述べてまいりま

す。 

 障がい者福祉については、地域共生社会の実現

に向け、これまでの施策に加え障がい児・障がい

者の重度化、高齢化や親亡き後を見据え、必要な

支援を提供する仕組みを構築するため、函館圏域

で地域生活支援拠点を整備し、地域全体で支える

サービス提供体制を構築してまいります。 

 次に、社会保障について述べてまいります。 

 医療費助成については、子供、重度心身障がい

者及びひとり親家庭などの医療費の助成範囲を北

海道の基準を拡大して実施しておりますが、助成

内容を精査し、見直してまいります。 

 国民健康保険特別会計については、予防のため

の検診を積極的に推し進める特定健診における受

診勧奨や自己負担を無料とし、さらに引き続き人

間ドック・脳ドック・高齢者インフルエンザ予防

接種事業を実施し、病気の早期発見・早期治療に

よる医療費の抑制に努めながら、健全な運営を目

指してまいります。 

 第４、育むまち。 

 初めに、子育て支援について述べてまいりま

す。 

 国の施策となる幼児教育、保育無償化が昨年１

０月から始まり、幼児期の教育・保育を提供する

体制の確保、地域子ども・子育て支援事業の実施

を総合的・計画的に行うため、「第２期七飯町子

ども・子育て支援事業計画」に基づき、子育て支

援サービスを充実してまいります。 

 また、本年度より母子保健と一体となる子育て

世代包括支援センターを設置するとともに、切れ

目のない子育て支援の強化、いわゆる妊娠・出

産・子育てに関しての総合的な支援体制を推進し

てまいります。 

 放課後児童健全育成事業については、公立及び

民間の学童保育クラブが連携し、地区単位での待

機児童解消に向けた取り組みを進めてまいりま

す。具体的には、民間の学童保育クラブを利用し

た場合の保護者に対して、公立と民間の利用料差

額の２分の１相当を助成し、保護者の負担を軽減

してまいります。本町地区と大中山地区の子育て

支援センター及び大沼多目的会館で実施している

ちびっこ広場を地域子育ての支援拠点として、子

育てに関する相談や情報提供、あそんでＳＵＮＤ

ＡＹパパなど、楽しく子育てができるよう子育て

世代を支援してまいります。 

 児童虐待防止については、情報収集に努めるほ

か、児童相談所、教育委員会、保育所等関係機関

と情報共有を図り、虐待を未然に防ぐため、子育

て支援ネットワーク会議を活用し、一体となって

対策強化に努めてまいります。 

 次に、教育関係について述べてまいります。 

 教育関係については、教育長からの教育行政方

針において、学校教育、生涯教育及びスポーツ振

興など詳細に示されておりますので、ここでは町

長部局が実施する交流活動の推進について申し述

べます。 

 国際交流については、国際的視野に立つ豊かな

人材を育成するため、本年度も中高校生及び町民

代表を姉妹都市、アメリカコンコード町へ派遣し

てまいります。国内交流については、姉妹都市香

川県三木町を初め、経済・文化・防災などつなが

りのある自治体と引き続き交流を深めてまいりま
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す。 

 第５、活気とにぎわいのまち。 

 初めに、農林水産業について述べてまいりま

す。 

 農業については、既に発効されているＴＰＰ１

１、日ＥＵ・ＥＰＡなどの国際貿易協定や本年１

月１日に発効された日米貿易協定により、国内農

畜産物の価格低迷が懸念されますが、昨年、生産

者から期待された新たな集出荷予冷施設が稼働

し、野菜取扱額が５年連続３０億円を超えるなど

安定しつつあり、七飯町ブランドとして消費者に

対し、産地の差別化と高品質で安全・安心な農畜

産物の生産出荷を図ってまいります。 

 林業については、森林の整備などに活用する地

域財源として、平成３１年３月に創設された森林

環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づ

き、七飯町森林環境譲与税基金条例を制定いたし

ました。本年度から、本基金を活用し、森林所有

者への意向調査や木育活動支援などを実施してま

いります。 

 また、各種町有林事業などを実施するほか、災

害・防災対策として治山事業の要望を行ってまい

ります。 

 大沼の内水面漁業については、大沼環境保全対

策協議会を初め関係機関と連携し、資源確保や水

質浄化に係る調査・研究を進めてまいります。 

 次に、商工業について述べてまいります。 

 商工業については、町内の経済活性化の原動力

であり、地域社会においても重要な役割を担って

いる中小企業に対し、商工業経営安定資金融資制

度や融資信用保証料補給及び利子補給を実施し、

七飯町商工会などの関係団体と連携して、中小企

業の経営安定化を支援してまいります。 

 また、起業創業支援として、公益財団法人函館

地域産業振興財団などと協力し、引き続き創業

バックアップ事業に取り組み、地域での起業創業

者への支援を通じて地域経済の活性化を図るとと

もに、函館地域経済牽引事業促進協議会と連携

し、豊かな資源や立地条件を紹介し、企業誘致を

進めてまいります。特に、本年度の起業立地とし

ては、道の駅の隣接地に、観光農園と宿泊を兼ね

備えた温浴施設の建設が予定されているほか、Ｊ

Ｒ大中山駅付近においては酒蔵の建設が予定さ

れ、地域の活性化施設として経済波及効果が大い

に期待されていることから、支援してまいりま

す。 

 次に、観光について述べてまいります。 

 観光については、大沼国定公園を中心としたす

ぐれた自然を生かし、大沼体験観光づくり実行委

員会が実施する体験プログラムや環駒ヶ岳広域観

光協議会や北海道新幹線新駅沿線協議会による広

域観光ルートの開発に取り組むとともに、北海道

や周辺自治体と連携して、修学旅行等の教育旅行

の誘致のほか、国内外の観光客に向けての都市部

でのイベントや商談会などで各種プロモーション

活動を展開し、七飯町の魅力を発信してまいりま

す。 

 特に、本年は、東京オリンピック・パラリン

ピックが開催されますが、６月１４日には大沼国

定公園内において聖火リレーが行われます。１人

でも多くの方に大沼を知ってもらい、訪れてもら

うための好機と捉え、北海道らしい豊かな大自然

をＰＲしてまいります。 

 具体的には、インバウンド対策として、観光情

報等を英語・中国語・フランス語などの９言語で

紹介するサイトと連携し、スマートフォンやタブ

レットなどから七飯町の名所やグルメ情報の取

得、目的地までのルート案内やレンタカー予約な

ども可能にするサービスの提供を行ってまいりま

す。 

 次に、雇用対策について述べてまいります。 

 雇用対策については、ハローワークや南渡島通

年雇用促進支援協議会などと連携し、求人情報の

提供や通年雇用に必要な資格取得のための技能講

習の実施など、就労と雇用の促進を図ってまいり

ます。 

 また、高齢者の雇用については、七飯町シル

バー人材センターと連携し、健康で働く意欲のあ

る高齢者の多様なスキルや経験を活用し、安定し

た活動を支援してまいります。 

 次に、消費者対策について述べてまいります。 

 町内の消費拡大と町内企業へ活力を与えるた

め、引き続き、あかまつ街道納涼祭、七飯町物産

グルメ発表会、チビッコ雪まつりなどのイベント
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を支援してまいります。 

 道の駅については、周辺の民間施設や本年度建

設着工予定の温浴施設との連携を図りつつ、函館

新幹線総合車両所の一般公開実現を含めて、大沼

国定公園とともに七飯町の魅力を発信し、観光振

興と地域活性化に取り組んでまいります。 

 第６、ともに歩むまち。 

 初めに、協働のまちづくりについて述べてまい

ります。 

 まちづくりは、町民と行政と議会が協力し合

い、自ら考え行動し、汗を流す協働の考えが必要

であります。４月から開校となります大沼岳陽学

校は小・中学校を廃校し、新たに義務教育学校の

開校という画期的な取り組みが実を結びます。昨

年１１月に、４校の閉校式を終えるなど、地域住

民の皆様と汗を流す協働のまちづくりへの御理

解、御協力に対しまして、厚く感謝を申し上げま

すとともに、心より敬意を表します。 

 このことからも出前町長室を実施し、町民の皆

様の意見などを真摯に受けとめ、町民の皆様とと

もに行政を進めてまいります。 

 次に、自立する自治体経営について述べてまい

ります。 

 人口減少が進む中において、安定した住民サー

ビスを持続していくためには、今後の公共施設の

整備として、財源確保の面から費用負担の少ない

民間主導での改築や長寿命化計画による改修を進

めるほか、あわせて施設の必要性についても検討

してまいります。特に、市街化区域においては、

医療・福祉・商業など生活サービス機能を維持し

ながら都市機能、居住機能の集積、公共施設の適

正な配置などによるコンパクトなまちづくりへの

転換を図る必要があります。 

 このことから持続可能で、利便性の高い都市構

造の実現に向けて、その指針となる七飯町立地適

正化計画を策定してまいります。あわせて、本年

度は町内全域のデジタル空中写真撮影を行いま

す。ハザードマップ作成に係る現況確認のほか、

固定資産、都市計画区域、農業区域、河川及び道

路などの現況確認に活用してまいります。 

 行政改革については、第５次行政改革大綱の計

画期間が終了となることから、次期大綱の計画策

定に向け検証を行うほか、新制度の会計年度任用

職員についても必要最小限の任用に努めてまいり

ます。あわせて事務事業、使用料及び手数料など

の見直しを行ってまいります。 

 また、大沼岳陽学校の開校に伴い、廃校となる

小学校３校の利活用とあわせ、選挙投票所の統廃

合についても検討してまいります。 

 歳入の確保としては、利活用の計画がない町有

財産の処分を進めるほか、一定のルールが示され

たふるさと納税については、返礼品の見直しのほ

か企業版ふるさと納税に取り組むなど、安定した

財源となるよう努めてまいります。 

 Ⅳ、むすび。 

 以上、本年度の町政執行についての所信と主な

施策の概要について述べさせていただきました。 

 全国的に人口減少と高齢化に伴う地域活力の低

下が進む中、今後、税収の減少や社会保障費の増

大などが予想されますが、議会の皆様を初め町民

の皆様とともに知恵を出し、工夫を重ね、力を合

わせて人口減少を１人でも少なくするよう進めて

まいります。 

 特に本年度は、平成２８年度を初年度とした１

０カ年計画である第５次七飯町総合計画の前期を

終える年度となることから、後期５カ年の計画の

見直しを行います。見直しに当たっては、七飯町

まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性や本

年度実施される国勢調査の状況なども勘案し、計

画内容の適正化を図ってまいります。 

 中でも、北海道新幹線の札幌までの早期延伸

は、本町においては運行車両の増加による函館新

幹線総合車両所の増強につながるとともに、就労

人口の増加や新規採用職員の地元雇用も見込まれ

るほか、道北など全道からの観光客も期待されま

す。このことは地域の活性化や安定した税収の確

保にも寄与されることから、関係の機関・団体と

ともに継続して強く要望してまいります。 

 令和という新しい時代に入っても行政の使命

は、町民の皆様の安全で安心な暮らしを保障し、

よりよいものにしていくことであり、いつの時代

においても変わるものではありません。 

 「災害に強い安全で安心なまち“七飯町”」、

「住みたいまち・住み続けたいまち“七飯町”」
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を目指し、これまでの政策の継続や検証を重ねつ

つ、町民の皆様の暮らしを守るため、果敢に行政

運営を推し進めてまいりますので、議会の皆様及

び町民の皆様の御理解、御協力をお願い申し上

げ、本年度の施政方針といたします。 

 御清聴ありがとうございました。  

○議長（木下 敏） 以上で、令和２年度七飯町

施政方針を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

令和２年度七飯町教育行政方針 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 令和２年度七飯

町教育行政方針を行います。 

 教育長の発言を許します。 

 教育長。 

○教育長（與田敏樹） Ⅰ、はじめに。 

 令和２年第１回七飯町議会定例会の開会に当た

り、本年度の七飯町教育行政方針の概要について

申し上げます。 

 本年度も、教育行政の根本となる教育大綱（第

２次七飯町教育振興基本計画（以下「教育振興基

本計画」という。）)に基づき、事業を実施して

まいります。 

 学校教育にあっては、児童生徒にとって安全な

「行きたい学校」、保護者にとって安心な「通わ

せたい学校」、教職員にとって「働きがいのある

学校」を目指し、学ぶ喜びを共感できる学校づく

りを推進してまいります。 

 社会教育にあっては、「生涯学習環境の創出と

人材の育成」を基本に、「町民がきずなで結ば

れ、生きる力を育み、ともに学ぶまち七飯」を目

指し、その主役となる「人づくり」を念頭に進め

てまいります。 

 一方、大変厳しい財政状況の中、子どもたちや

町民への影響に配慮しながら、事務事業の見直し

を行ってまいります。 

 Ⅱ、教育基本方針。 

 教育は、豊かな人間性と創造性を備え、社会の

発展に貢献する人間を育成するという「人づく

り」の使命を担うものであります。 

 本年度も学校教育の充実を初め、生涯学習の推

進や生涯スポーツの振興、本町の豊かな伝統・文

化の継承や文化財の保護などの施策を実施してま

いります。 

 Ⅲ、令和２年度の主要施策。 

 令和２年度において、七飯町教育委員会が教育

振興基本計画に基づき取り組む主な施策について

申し上げます。 

 第１、開かれた教育行政の推進。 

 町民の信頼に応える教育行政を推進するため、

七飯町総合教育会議と連携を図り、責任体制の明

確化や教育委員会議の充実、公開、情報発信を行

い、地域に根差し開かれた教育委員会を目指しま

す。 

 第２、幼児教育の充実。 

 幼児期の教育は、能力開発、身体育成、人格形

成、情操と道徳心の涵養にとって極めて大切な時

期であり、子どもたちの生涯にわたる資質・能力

の向上に寄与するものであります。教職員の資質

向上はもとより、家庭から幼児教育施設、幼児教

育施設から小学校への円滑な移行、家庭や地域、

関係機関が一体となった幼児教育の推進に努めて

まいります。 

 第３、学校教育の充実。 

 児童生徒の基礎学力の向上と健全育成、社会の

変化に対応した教育や道徳教育の充実に努め、

「生きる力」の育成を図ります。 

 児童生徒にとって安全な「行きたい学校」、保

護者にとって安心な「通わせたい学校」、教職員

にとって「働きがいのある学校」を目指します。 

 (１)学校経営の充実。 

 学校評価等を生かし、校長のリーダーシップの

もと、教育課題解決のため、全教職員の創意が生

かせる協働体制の確立に努めます。 

 七飯町教育研究所や北海道教育大学函館校等と

連携し、教職員の資質向上や学校経営の改善等に

努めます。 

 教職員の働き方改革を推進するため、各学校に

タイムカードを導入し、教職員の勤務時間の適正

把握を図ります。 

 また、勤務時間外における電話対応について、

地域や保護者との協議が整った学校から順次、留

守番電話機能による対応とします。 
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 社会に開かれた教育課程の実現を目指し、中学

校区単位でのコミュニティ・スクールの導入や地

域学校協働本部の設置について検討します。 

 (２)基礎・基本の確実な定着に向けた指導の充

実。 

 児童生徒の育ちと９年間の学びの連続性を大切

にしながら、各学校の重点教育目標達成に向けた

特色ある教育課程を編成・実施するとともに、本

年度も学習支援員を活用し、習熟度に応じたきめ

細かな学習指導を行い、全ての児童生徒に基礎・

基本の確実な定着と活用する力を育てます。 

 また、学力向上には、家庭での学習習慣の確立

が不可欠です。引き続き各家庭にリーフレット

「七飯町家庭学習の手引き」の積極的な活用を促

します。小学校の社会科副読本は、来年度の改定

版発行に向けた準備を進めます。 

 (３)道徳教育の充実。 

 命を大切にする心や規範意識を重視し、実社会

や実生活とのかかわりを大切にした「心の教育」

の充実を図ります。 

 また、多様な教材の活用を図り、ボランティア

活動や体験的な活動を取り入れ、豊かな人間性を

育てます。 

 (４)いじめ対策の充実。 

 「いじめ」は絶対に許されないことです。一

方、学校に携わる全ての関係者が、「いじめはど

の子どもにも、どの学校でも起こり得る」という

意識を常に持ち続け、「七飯町いじめ防止基本方

針」のもと、いじめの未然防止、早期発見に努め

ます。 

 万が一、いじめが発生したときには、いじめを

受けた児童生徒の保護に万全を期すとともに、い

じめを行った児童生徒には毅然とした指導を行

い、いじめを受けた児童生徒の立場に立った解決

を図ります。本年度も７月を「いじめ根絶月間」

と定め、児童生徒から標語を募集し、いじめ防止

等に関する啓発を行います。 

 (５)生徒指導の充実。 

 不登校対策等については、適応指導教室指導員

や指導主事が各学校と連携を密にし、七飯町適応

指導教室「レインボー」への通級や各中学校に配

置しているスクールカウンセラーの活用など、総

合的なサポート体制の充実を図ります。 

 また、家庭環境等に課題がある場合は、町長部

局と連携しながら対応することとします。 

 なお、本年度からスクールロイヤー（弁護士）

と連携し、問題解決への早期対応を目指します。 

 校外生活における児童生徒の安全・安心を確保

するため、｢七飯町生徒指導推進連絡協議会｣の活

動を支援するほか、定期巡回や「子ども１１０番

の家」の拡充等に努めます。 

 (６)学校体育と学校保健指導の充実。 

 七飯町の児童生徒の体力・運動能力は改善傾向

にありますが、引き続き生活習慣の改善とあわせ

て学校体育の充実、生涯スポーツの基礎づくりを

進め、健康な身体づくりを推進します。 

 また、心の教育、性教育、食育、がん教育等の

の推進を図り、児童生徒の健康意識の高揚に努め

ます。 

 (７)特別支援教育の充実。 

 特別支援教育支援員を引き続き各学校に配置

し、特別支援教育の充実を図ります。また、幼稚

園等・小学校・中学校における校種間の円滑な連

携・接続のため、教育支援委員会で適正就学のた

めの相談・指導の充実を図ります。 

 (８)環境教育の充実。 

 七飯町は、ラムサール条約登録湿地のある大沼

国定公園や赤松街道など、豊かな自然環境に恵ま

れていることから、それぞれの地域の特性等を踏

まえた環境教育の充実を図ります。 

 (９)国際理解教育の充実。 

 国際社会の一員として活躍する信頼される人材

を育成するため、英語の外国語講師を継続して配

置し、チームティーチングによる英語教育の充実

を図ります。また、小中高等学校の教職員で組織

する七飯町小中高英語教育連携協議会を継続して

支援し、小学校外国語活動の充実や中高連携の強

化を図ります。 

 (１０)防災・安全対策の充実。 

 施設、設備、通学路の安全点検等、教職員全体

で安全な学校づくりに取り組みます。突発的に発

生する事件・事故・自然災害等に対処するため

「危機管理共通マニュアル」を常に見直すととも

に、実践的な防災・安全対策を推進します。さら
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に、地域における見守り活動、「子ども１１０番

の家」や不審者情報ネットワーク等の活用や、コ

ミュニティ・スクールの特性等を生かし、地域ぐ

るみで児童生徒の安全確保を図ります。 

 (１１)食育の推進。 

 児童生徒が食の大切さを学び、望ましい食習慣

を身につけることができるよう、食育を計画的に

推進します。ふるさと教育や地域経済の活性化を

図る上からも、町費による地元産食材を使用した

安全・安心な給食を推進します。給食費について

は、徴収率の向上を図り、学校給食費会計の安定

化、公会計の移行を目指します。 

 また、衛生管理の水準や意識の向上を図るた

め、北海道ＨＡＣＣＰの認証取得を目指します。 

 (１２)教育環境の整備・充実。 

 ①教育施設の整備について。 

 教育施設の安全性・快適性の確保のため、学校

と連携を密にし、早い段階での維持補修に努め、

長寿命化を図ります。小学校においては、本年度

からプログラミング教育が必修化となることか

ら、国の校内通信ネットワーク整備事業を活用

し、各学校のＩＣＴ環境の整備・強化を図りま

す。 

 ②学校備品の整備・充実。 

 教材備品、情報機器の整備は、本年度も計画的

に推進します。なお、情報機器については、各学

校のＩＣＴ環境の整備・強化とあわせ、児童生徒

１人１台の端末機整備を４年計画で取り組みま

す。 

 ③奨学金の利用の促進。 

 進学の意欲と能力がありながら、家庭の経済的

な理由により高校、大学等への進学が困難な学生

生徒に対する奨学金の利用促進を図り、将来を担

う有能な人材の育成に努めます。 

 ④就学援助費の見直し。 

 生活実態に見合った適正な収入を把握するた

め、２年後から判定基準を現在の世帯所得から世

帯収入に変更します。 

 ⑤校長・教頭住宅のあり方。 

 小中学校の校長・教頭住宅は、地域事情及び交

通事情に鑑み、学校経営に支障のないよう対応し

ます。 

 ⑥大沼岳陽学校の開校について。 

 道南で初めてとなる義務教育学校大沼岳陽学校

は、地域や保護者・教職員・卒業生を初め多くの

方々の御理解と御協力により４月に開校すること

となりました。校訓「世界に輝け」を見据えて、

世界に大きく羽ばたけるような人材の育成を目指

します。 

 なお、開校を記念して、５月に開校式典を実施

します。 

 ⑦学校事務職員のセンター化について。 

 学校事務職員の業務の効率化を図るため、セン

ター化を検討します。 

 ⑧小中学校図書室の地域への開放について。 

 地域とともにある学校を目指し、小中学校図書

室の地域開放について研究します。 

 ⑨学校用務員の民営委託化について。 

 児童生徒の教育環境改善を目指し、民間の専門

的技術やその蓄積を活用するため、学校用務員の

民営委託化を本年度から実施します。 

 第４、生涯学習の推進。 

 七飯町が活力に満ちた町として発展するために

は、個性豊かで創造力に富んだ人材を育成し、生

涯を通じて生きる喜びが実感できる生涯学習社会

の構築が重要です。 

 第３次七飯町社会教育中期計画（平成２８年か

ら３２年度）に基づき、引き続き町民一人一人が

地域の自然や歴史・文化に親しみながら、生涯に

わたり学び続けることのできる生涯学習推進体制

を確立するとともに、時代の変化に対応する第４

次七飯町社会教育中期計画（令和３から７年度）

を策定します。あわせて、子供たちの健やかな成

長のために、家庭や地域が一体となって健全育成

に取り組むことができるよう、地域の教育力の向

上に努めます。 

 また、郷土の発展に欠かせない文化意識の高揚

と文化財の保護・活用など、文化施策を積極的に

推進します。 

 (１)生涯学習。 

 生涯学習、地域づくりを推進するため、中央公

民館としての文化センターや各地区公民館、七飯

町歴史館などが連携し、文化祭、老人大学、公民

館講座、サークル活動の実施や図書資料の活用な
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ど多様な学習機会の提供を図り、生涯学習機能の

充実と行政サービスの向上を目指します。 

 老朽化が目立つ社会教育施設については、利用

者の安全確保する上からも、計画的・効率的な整

備と集約化を図ります。老人大学については、高

齢化率の進展にもかかわらず、参加者が３大学と

も減少してきております。高齢者が生きがいを

持って参加したいと思える老人大学となるよう、

講座内容について検討します。 

 大沼老人大学は、本年度開講４０周年を迎える

ことから、記念事業を実施します。なお、同大学

は参加者の減少が顕著であるため、本年度をもっ

て閉学とします。 

 (２)青少年の健全育成。 

 七飯町が力強く発展していくためには、青少年

の健全育成が不可欠です。体験・交流活動、社会

活動等への参加を促し、郷土を愛し、あすの七飯

町を担う心豊かで心身ともにたくましい青少年を

育成します。  

 また、子どもの安全・安心な居場所づくり、健

全育成を推進するため、子ども会活動やＰＴＡ活

動の支援、子どもの社会性や人間性を育むための

宿泊体験、文化体験など、青少年育成事業を推進

します。 

 (３)家庭と地域の教育力の向上。 

 家庭教育は、子どもの基本的な生活能力・豊か

な情操、他人に対する思いやりや善悪の判断など

を身につける上で大変重要な役割を果たします。

共働き家庭の増加や少子高齢化による人口の減少

により、家庭と地域とのつながりの希薄化に加

え、子育てを支える地域環境が大きく変化してい

ます。家庭・地域・学校の連携を強化し、子ども

の健全育成を目指します。 

 (４)芸術・文化の振興。 

 芸術文化、生活文化、伝統文化など各分野の振

興を図るため、各種芸術文化団体等への支援を通

じて創作活動を奨励します。また、芸術文化活動

に対する助成制度などを活用し、幅広く町民を対

象とした芸術鑑賞の拡充や提供に努めます。 

 (５)文化財の保護・管理の推進。 

 文化財は、風土や自然、そしてそこに住む人々

の営みの中で育まれ、長い歴史の中で守り伝えら

れてきた町民の貴重な財産です。保存整備と積極

的な活用を図ります。埋蔵文化財のほか、民俗資

料の展示施設として位置づけている七飯町歴史館

において、多角的な視点からの企画展・講座等を

開催し、地域の歴史や文化に触れる機会を提供し

ます。 

 (６)生涯スポーツの推進。 

 いつでも、どこでも、誰もが気軽にスポーツに

親しみ、楽しめるよう環境整備に努めます。子供

たちのスポーツ離れを防止し、体力向上を目指す

ため、初心者向けスポーツ教室や競技会などを開

催し、運動の習慣化を図ります。プロチームや実

業団のスポーツ合宿誘致を積極的に進めるととも

に、チームや選手によるスポーツ教室の開催な

ど、スポーツへの興味関心を高めます。 

 Ⅳ、終わりに。 

 以上、令和２年度の教育行政方針について申し

上げました。無限の可能性を秘めた七飯町の子ど

もたちは、郷土のあすを担うかけがえのない存在

です。七飯町教育委員会としては、厳しい財政状

況にあっても知恵と工夫と創造性で、子どもたち

が健やかに成長できるよう教育環境の充実に努め

てまいります。 

 また、町民一人一人が健康で生き生きとした人

生を送ることができるよう、文化に親しみ、ス

ポーツを楽しむための生涯学習の環境づくりに取

り組んでまいります。 

 七飯町議会の皆様並びに町民の皆様の御理解と

御協力を心からお願い申し上げ、新年度の教育行

政方針といたします。 

 御清聴ありがとうございました。 

○議長（木下 敏） 以上で、令和２年度七飯町

教育行政方針を終わります。 

 １１時１０分まで休憩いたします。 

午前１０時５６分 休憩 

────────────── 

午前１１時０９分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  各常任委員会報告 
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  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 各常任委員会報

告を議題といたします。 

 初めに、経済産業常任委員会の報告を求めま

す。 

 長谷川委員長。 

○８番（長谷川生人） 委員会報告第２号経済産

業常任委員会報告書。 

 令和元年１２月１３日第４回定例会における議

決に基づき、当委員会の所管について調査した結

果を下記のとおり報告する。 

 令和２年２月５日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 経済産業常任委員会委員長長谷川生人。 

 記。 

 所管事務調査事項。 

 七飯町観光振興の状況について。 

 除雪、排雪対策の取り組みについて。 

 令和元年１２月２０日、令和２年１月１７日、

２月５日の３日間、委員会を開催し、経済部長、

商工観光課長、土木課長の出席を求め、提出資料

に基づいた説明の聴取を行った。 

 １、調査の目的。 

 町の観光振興に対する取組状況及び除雪、排雪

対策の取組状況を把握するため、調査を行った。 

 ２、調査の方法。 

 七飯町観光振興の状況については、町の観光振

興対策の取組内容に関する資料、観光入込客数の

推移、外国人観光客の受け入れに対する資料等の

提出を求めたほか、経済部長、商工観光課長への

聴取を行った。 

 除雪、排雪対策の取組については、除雪区間、

除雪路線の図面、除雪に対する苦情の内容と件

数、直営路線の除雪車の台数、小型ショベル５台

の活用方法に関する資料等の提出を求めたほか、

経済部長、土木課長への聴取を行った。 

 ３、七飯町観光振興の状況について。 

 (１)町の観光振興対策の取組内容について。 

 観光振興対策の主なものとしては、まずは七飯

町を知ってもらうということが重要であることか

ら、情報発信を中心とした取り組みを実施してい

る。観光パンフレットやガイドマップの作成、Ｓ

ＮＳを活用した自然やイベントなどの観光情報の

発信、旅行会社との商談会に参加してのプロモー

ションを実施している。 

 広域的な取り組みとしては、北海道新幹線新駅

沿線協議会による旅するパスポート事業としてＪ

Ｒやバス事業者などと連携し、フリーパスを販

売・ＰＲすることで二次交通の利用促進を図るこ

とを実施している。また、環駒ヶ岳広域観光協議

会においては、グレイトアース事業やモニターツ

アーの実施、道外で開催されるイベントや商談会

に出展しての３町の魅力発信に努めている。 

 委員から、大沼国定公園の駐車場の料金の値下

げや無料化への検討について質疑があり、自然公

園財団が管理する駐車場については、大沼国定公

園の維持管理、清掃を行うための協力金として駐

車料金を徴収している。以前は、駐車場が無料で

誰でも入れる状況であったため、乱雑な状況で

あったことから、町と議会が連名で北海道に対し

て要望書を提出している経緯があることや、北海

道、自然公園財団、地元事業者など関係団体にお

いてもさまざまな意見があることから、町として

は関係団体の意見を踏まえながら、慎重に対応し

ていきたいとの回答であった。 

 (２)七飯町観光入込客数の推移について。 

 平成３０年度については、道の駅なないろ・な

なえの開業により観光入込客数が増加しているも

のの、全体的な基調としては団体旅行客が減少し

ている傾向にあることや、北海道胆振東部地震等

の影響もあり、大幅な増加とはなっていない。 

 平成２５年度から平成３０年度までの観光入込

客数については、次の表のとおりである。 

 ３ページの上段の表でございます。 

 (３)外国人観光客の受入れに対する対策につい

て。 

 外国人観光客に対する情報発信手段としては、

観光パンフレットやガイドマップを英語・繁体

字・簡体字・韓国語で作成するほか、旅するパス

ポートの外国版チラシやウェブでの紹介、アジア

圏のインバウンド向けにウェブ上で観光情報を発

信している。 

 誘致の状況としては、各種イベントや商談会に

おいて町のプロモーションを行っており、このほ
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か各種インバウンドセミナーへの参加、モニター

ツアーの実施や旅行商品の造成に努めている。 

 また、受入れ体制の整備としては、平成２７年

度から平成２８年度に実施したＩＣＴを活用した

訪日外国人対応ＤＭＯ構築推進事業により多言語

ホームページの作成、リーフレット作成、アプリ

作成やＷｉ－Ｆｉの整備を行っている。 

 委員からは、函館港へのクルーズ船寄港時など

の誘致活動について質疑があり、クルーズ船から

の誘客については、アクティビティを中心とした

町のＰＲを行っているほか、各種商談会等でのＰ

Ｒ、函館市、北斗市、北海道とも共同して誘致活

動を行っており、今後もクルーズ船からの誘客に

取り組んでいきたいとの回答であった。 

 さらに、委員からは、特にクルーズ船からの観

光客については、ツアー会社などに対して各関連

市町が連携して情報発信をするなど、より魅力的

な観光振興を図ることを求める発信があり、町と

しては、魅力的な自然環境を活用したアクティビ

ティの質の向上や新たなメニュー開発などの取り

組みを進め、より魅力的な項目となるよう努めて

いきたいとの回答であった。 

 ４、除雪、排雪対策の取り組みについて。 

 (１)除雪区域の概要について。 

 町内全体の除雪延長は３６２キロメートルと

なっており、そのうち直営による除雪延長は１４

１.８キロメートルで全体の３９.２％、委託によ

る除雪延長は２２０.２キロメートルで全体の６

０.８％となっている。直営、委託ともに毎年の

ように路線の見直しを行い、効率的で時間短縮で

きる除雪体制を構築している。直営の除雪機械台

数は、１０台で１１名、委託の除雪機械台数は、

３０台・３５名、合計で４０台・４６名で除雪を

行っている。 

 令和元年度における業者委託、直営による除雪

地区、延長距離等は、次の表のとおりである。下

の表が、業者委託の表でございます。次のページ

の表が、直営による表でございます。 

 (２)除雪に対する苦情の状況について。 

 毎年の苦情の傾向としては、寄せ雪、排雪、除

雪要望が多くを占めているが、平成３０年度にお

いては、これらの苦情が激減している。 

 除雪要望に関しては、除雪出動基準を考えなが

ら費用対効果や、その後の除雪等を勘案して出動

判断をしている。 

 過去３年の除雪に対する苦情内容は、次の表の

とおりである。６ページの上の段でございます。 

 (３)直営路線の現状と課題について。 

 直営の除雪延長１４１.８キロメートルを６台

の大型機械で行い、３台の小型除雪ドーザで援護

除雪を行っている。乗車人数は１台に１名が基本

であるが、除雪専用車と除雪ダンプについては２

名乗車としている。 

 直営路線の課題としては、除雪機械の運転者の

募集をしても新規の応募がないことから、担い手

の育成と確保が重要な課題となっている。現在の

直営を維持できないことも考えられることから、

中長期的な除雪体制の見直し、委託体制の見直し

など、多方面からの検討が必要となっている。 

 また、委託業者も担い手不足が懸念されている

が、雇用対策にもつながることから、官民一体と

なった除雪体制を構築していく必要がある。 

 委員からは、今後の担い手の育成と確保につい

ての質疑があり、運転手の確保は、官民ともに課

題となっている。冬場の除雪だけでなく、夏場で

も維持管理を行うことができる組合を設立し、通

年で維持管理を行うことなども含め、考えていき

たいとの回答であった。 

 (４)小型除雪ドーザの活用について。 

 平成２９年度に記録的豪雪を記録した際に、除

雪体制の見直しの一環として、大型ショベルの後

ろに小型除雪ドーザを配置し、間口の除雪を半分

程度でも取り除けるようにという目標で、配備に

至っている。平成３０年度に関しては、電話、

メール、ファックス、手紙においてお礼の言葉が

多く寄せられており、相当な効果があったとのこ

とであった。 

 活用方法としては、大型除雪ドーザで除雪して

取り残された寄せ雪等を後方から、小型除雪ドー

ザが寄せ雪等の除雪を行い、また、歩道、交差点

の除雪、排雪時のダンプへの雪の積み込み、道路

拡幅などに活用するものである。 

 ５、まとめ。 

 近年の観光の傾向としては、団体旅行から個人
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旅行へと旅行形態がシフトしており、また、体験

型観光など地域の資源を生かした観光が求められ

ている。特に、函館港へ寄港するクルーズ船から

の観光客については、ツアー会社などに対して各

関連市町が連携して情報発信を行うなど、より魅

力的な観光振興を図るよう望むものである。 

 委員からの質疑が多かった大沼国定公園の駐車

場の料金の値下げや無料化についても、これまで

の経緯等や各関係団体の意見を踏まえ、より多く

の利用者が利用しやすいような取り組みが求めら

れるところである。 

 昨今の観光に対するニーズの多様化を踏まえる

と、これまでの取り組み内容に加え、増加するイ

ンバウンドへの対応、近隣自治体や民間事業者と

連携した受け入れ体制の整備や情報発信のさらな

る強化を望むものである。 

 次に、除雪、排雪対策の取り組みについては、

当町においては行き届いた除雪を行っているとい

う評価がある中、小型除雪ドーザの導入による多

様化する住民ニーズへの対応など、効率的な除雪

体制の構築を図っている。 

 一方で、除雪機械の運転手の高齢化により、担

い手が減少する傾向にあり、担い手の育成と確保

が重要な課題となっている。そのため、官民一体

となった担い手の確保や除雪体制の構築など、将

来的な除雪体制について、民間事業者との連携を

密にしながら、七飯町に適した除雪体制が構築さ

れることが望み、委員会報告とする。 

 以上でございます。よろしく御審議願います。 

○議長（木下 敏） 議会運営例規第５２項によ

り、本件に対する質疑を省略し、報告済みといた

します。 

 委員長、お疲れさまでした。 

 次に、民生文教常任委員会の報告を求めます。 

 坂本委員長。 

○１０番（坂本 繁） 委員会報告第３号民生文

教常任委員会報告書。 

 令和元年１２月１３日第４回定例会における議

決に基づき、当委員会の所管について調査した結

果を下記のとおり報告する。 

 令和２年２月２８日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 民生文教常任委員会委員長坂本繁。 

 記。 

 所管事務調査事項。 

 リサイクルセンターの現状と課題について。 

 令和２年１月９日、２１日、３１日の３日間委

員会を開催し、民生部長、環境生活課長の出席を

求め、提出資料に基づいた説明を聴取し、現地調

査を行うとともに、各委員から報告書に記載する

意見の聴取を行った。 

 また、２月２１日に委員会を開催し、報告書に

記載する内容の確認を行う予定であったが、町内

で新型コロナウイルスの感染者が発生したことに

より、委員会の開催を中止し、各委員申し送りに

よる報告書の確認を行った。 

 １、調査の目的。 

 リサイクルセンターの現状を把握するととも

に、今後の課題について検討するため調査を行っ

た。 

 ２、調査の方法。 

 リサイクルセンターの概要に関する資料、リサ

イクルセンターでの作業工程マニュアル、平成２

５年度以降の再生利用物の売り払い状況などの資

料の提出を求め、民生部長及び環境生活課長への

聴取及び現地調査を行った。 

 ３、リサイクルセンターの現状と課題につい

て。 

 (１)リサイクルセンターの概要について。 

 リサイクルセンターは、平成８年９月に缶・ビ

ン棟、平成９年１１月にペットボトル棟、平成１

２年６月にプラスチック棟が建設されている。敷

地においては、収集した資源ごみを搬入してお

り、選別、圧縮、保管した後に缶、紙類及びリ

ターナブル瓶は町内の廃品回収業者へ売り払い

し、ワンウェイ瓶、ペットボトル及びプラスチッ

ク類は、指定法人に引き渡ししている。 

 リサイクルセンターの管理業務は、委託契約に

よるもので、管理期間は平成３０年度から令和２

年度までの３カ年の長期継続契約となっている。

町は、委託契約に基づき、受託者が委託業務の処

理上、必要なものは貸与している。 

 リサイクルセンターの施設の概要、業務委託に

当たっての、町からの貸与品の一覧については、
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次の表のとおりであります。表をごらんくださ

い。 

 リサイクルセンターの施設は、旧じん芥処理場

の敷地内に建設した施設に機械を導入して作業を

行っているが、それぞれの建物が建設から２０年

前後経過していることから、施設の老朽化やリサ

イクル量の増加による狭隘な環境となっている。

平成２５年度以降は、人身事故が発生していない

ものの、過去には人身事故も発生していることか

ら、作業環境の改善が求められるところである。 

 平成２５年度以降のリサイクルセンターの修繕

状況は、次の表のとおりであります。表をごらん

ください。 

 (２)再生利用物の売り払い状況について。 

 再生利用物の売り払いについては、市場価格に

よって売り払い単価の変動はあるが、毎年、入札

による売り払いを行っている。平成２５年度以降

の再生利用物の売り払い状況は、次の表のとおり

でございます。表をごらんください。 

 (３)リサイクルセンターの今後の課題につい

て。 

 設備の老朽化が進み、廃棄物の種類ごとに建物

が散在していることに加え、建物自体が狭隘であ

ることから、作業環境的にも改善が必要となって

いる。また、十分な分別が行われていないごみも

あり、これらが作業効率を低下させる要因の一つ

でもあると考えられる。 

 町は、旧ごみ焼却施設の解体撤去後の跡地を利

用して整備することを検討(平成３１年３月改定

七飯町一般廃棄物処理基本計画に記載)している

が、現在の限られた立地条件や財政状況の課題が

山積している。当面の間は、特に老朽化している

機材を年度計画で更新することで、既存施設の長

寿命化を図ることとしている。 

 委員からは、現施設の作業環境や作業動線につ

いての質疑があり、町としては、狭隘な場所での

作業を行っている環境であり、搬出する資源をス

トックする場所もないことから、現状を把握しな

がらも効率化を図るとともに、現場からの意見を

踏まえながら、目に見える形で少しずつ環境改善

に向けて進めていきたいとの回答であった。 

 ４、まとめ。 

 リサイクルセンターについて調査を行ったとこ

ろ、建物自体が狭隘で老朽化していることから、

作業環境は決して好ましい状況ではない。当委員

会においては、平成２４年に当該施設に関する調

査を行っており、前回の調査から７年を経過して

いるところであるが、作業環境の改善という課題

は、いまだに解決できていない。 

 町としては、当面の間は、特に老朽化している

機材を年度計画で更新することで、既存施設の長

寿命化を図るとしているが、建物の老朽化や廃棄

物の種類ごとに建物が散在している状況を踏まえ

ると、作業環境や作業動線の観点からも抜本的な

改善策が必要である。 

 このことから、作業環境の改善に向け、現場と

の連携を密にしながら、施設の改築や増築などの

改善策を講じることを望むとともに、作業の効率

化に向けてごみの減量化や分別の徹底を図るため

の啓発なども十分に行われることを望み、委員会

報告とする。 

 以上で終わります。 

○議長（木下 敏） 議会運営例規第５２項によ

り、本件に対する質疑を省略し、報告済みといた

します。 

 委員長、お疲れさまでした。 

 次に、総務財政常任委員会の報告を求めます。 

 池田委員長。 

○４番（池田誠悦） 委員会報告第４号総務財政

常任委員会報告書。 

 令和元年１２月１３日第４回定例会における議

決に基づき、当委員会の所管について調査した結

果を下記のとおり報告する。 

 令和２年３月３日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 総務財政常任委員会委員長池田誠悦。 

 記。 

 所管事務調査事項。 

 七飯町地域防災計画について。 

 令和２年１月２０日、２月４日の２日間委員会

を開催し、総務部長、情報防災課長の出席を求

め、提出資料に基づいた説明の聴取を行うととも

に、各委員から報告書に記載する意見の聴取を

行った。 
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 また、２月２０日に委員会を開催し、報告書に

記載する内容の確認を行う予定であったが、町内

で新型コロナウイルスの感染者が発生したことに

より、委員会の開催を中止し、各委員申し送りに

より報告書の確認を行った。 

 １、調査の目的。 

 七飯町地域防災計画の改正の経緯及び改正の内

容を把握するため、調査を行った。 

 ２、調査の方法。 

 七飯町地域防災計画の改正の経緯、七飯町地域

防災計画の改正箇所に関する資料等の提出を求め

たほか、総務部長、情報防災課長への聴取を行っ

た。 

 ３、七飯町地域防災計画の改正の経緯につい

て。 

 (１)七飯町地域防災計画について。 

 地域防災計画とは、災害対策基本法第４２条に

基づき、七飯町、北海道、指定地方行政機関(国

の出先機関)、指定公共機関(通信、交通、電力、

報道機関ほか)等の処理すべき事務または業務の

大綱等を定めるため、七飯町防災会議(七飯町防

災会議条例に基づく会議)が作成するもので、本

編と資料編によって構成されている。 

 七飯町防災会議委員の構成は、次の表のとおり

でございます。参照ください。 

 (２)七飯町地域防災計画改正に至る経緯。 

 昭和３７年１２月に、七飯町地域防災計画(初

版)が作成されてから４度の修正を行ってきた

が、平成２５年９月を最後に改正しておらず、こ

の間に気象業務法、水防法、災害対策基本法を初

めとした関連法令の改正やそれに伴う北海道地域

防災計画の改正などがあったことから、それらの

内容とそごが生じていた。 

 今回の改正に至る経緯については、次表のとお

りである。表をごらんください。 

 ４、七飯町地域防災計画改正の概要について。 

 (１)計画改正の趣旨。 

 七飯町における災害対策の充実強化等を図る観

点から、国の防災基本計画や北海道地域防災計

画、また、関係法令の改正などを踏まえ、所要の

改正を行ったものである。 

 (２)計画改正の概要。 

 改正の主なものとしては、特別警報の実施・伝

達などの気象業務法改正への対応、避難勧告等に

関するガイドラインへの対応など、関係法令等、

北海道地域防災計画等に沿った改正を行ってい

る。 

 また、パブリックコメントの実施により、町内

会等住民組織に関する事項の追記を行ったほか、

相互応援(受援)体制整備計画、複合災害に関する

計画、業務継続計画の策定、被災者援護計画を新

設している。 

 委員からは、改正後の計画において、新たに設

けられた計画があることから、それらの計画に対

応した詳細なマニュアル等の策定方針について、

今後、関係法令等、北海道地域防災計画の改正が

あった際の町の対応についての質疑があった。町

としては、新たに設けられた計画に対応するマ

ニュアルについては、速やかに整備を行い、公表

していきたいとの回答があり、今後の地域防災計

画の見直しについては、毎年見直しを行い、公

表・周知を行っていきたいとの回答があった。 

 なお、新たに設けた計画に対応する計画、マ

ニュアル等の作成状況については、次の表のとお

りとなっている。表をごらんください。 

 ５、まとめ。 

 七飯町地域防災計画について調査を行ったとこ

ろ、前回改正を行った平成２５年以降の法改正や

国の防災基本計画、北海道の地域防災計画それぞ

れに対応した改正を行ったところである。 

 町としては、今後は、関連法令等の改正や国の

防災基本計画、道の地域防災計画の改正があった

際には、速やかに町の地域防災計画も改正してい

きたいとの考えを示していたことから、改正を

行った際には十分な周知をしていただきたい。 

 また、今回の改正において、新たに設けられた

計画があることから、これらの計画に対応した計

画やマニュアルについても速やかに策定し、災害

時に効率的な対応ができるよう備えていただきた

い。 

 災害の発生を完全に防ぐことは困難であり、被

害をいかに少なくする、いわゆる減災が重要とな

ることから、行政だけでなく、関係機関や住民と

の連携が不可欠である。この計画を実効性のある
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ものとするためにも、今回の改正を契機に、改め

て町全体として災害発生時の体制について再確認

するとともに、各関係機関との連携、住民に対す

る周知を図りながら、災害時に被害を最小化する

ための取組が行われることを望み、委員会報告と

いたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 議会運営例規第５２項によ

り、本件に対する質疑を省略し、報告済みといた

します。 

 委員長、御苦労さまでした。 

 以上で、各常任委員会報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  出納検査報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 出納検査報告を

議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） ３月定例会に報告いた

します例月出納検査につきましては、１１月、１

２月、１月の３カ月分です。 

 １１月分につきましては、１２月２４、２５、

２６日です。１２月分につきましては、１月２

２、２３、２４、３１日です。１月分につきまし

ては、３月３日、４日に行っております。 

 会計課長及び水道課長より提出されました諸帳

簿類の額と現金及び預金等の金額がつり銭４８万

円を除いた額と一致しており、計数上の誤りがな

かったことを御報告いたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は、報告済みといたします。 

 監査委員、お疲れさまでした。 

 以上で、出納検査報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

  定期監査報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 定期監査報告を

議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） 監査報告第２号定期監

査報告。 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定

による定期監査を実施したので、同条第９項の規

定により、監査結果について下記のとおり報告す

る。 

 令和２年１月３１日 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 七飯町監査委員永田英利、神﨑和枝。 

 記。 

 １、監査の対象。 

 七飯町健康センター。 

 ２、監査の目的。 

 平成２８年度、２９年度、３０年度の施設の利

用状況、運営状況、管理状況及びこれらに関する

事務について、施設の設置目的を達成するため、

適正かつ効率的に執行されているかを検証するこ

とを目的として監査を行った。 

 ３、監査の期間 

 令和元年１１月１２日から令和２年１月３１日

まで。 

 ４、監査の方法。 

 監査に当たっては、提出を求めた資料及び施設

で管理している諸帳簿等の関係書類について、抽

出により内容を検査の上、現地において関係職員

から説明を聴取して監査を行った。 

 ５、監査の結果。 

 監査の結果は、以下のとおりである。 

 (１)当健康センターの職員の配置状況は、別紙

１のとおりである。 

 施設の日常業務は、嘱託職員・臨時職員・パー

ト職員により行われており、業務日誌・出勤簿等

の各種帳簿類を検査した結果、適正に執行され、

特に指摘すべき事項はなかった。 

 なお、平成３０年度より嘱託職員は配置せず、

福祉課担当職員が必要に応じて現地で業務を行っ

ている。 

 金銭管理については、券売機内の現金は、毎日

営業終了後に臨時職員２名で回収・集計し、売上
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額を確認後に金庫に保管している。また、マッ

サージ機の使用料等の回収・集計は随時行ってい

る。現金を保管している金庫の鍵や暗証番号の取

り扱いについては、徹底した管理や指導がなされ

ている。 

 備品の管理については、備品台帳が整備されて

おり、前回の定期監査以降に購入された備品と備

品台帳を付け合わせ確認を行った。その際、型番

の記載誤りなどの軽微な不備が認められたため、

その場で修正している。 

 (２)決算の状況等については、別紙２のとおり

である。 

 歳入歳出予算の執行状況については、収入原簿

や契約関係書類等を検査した結果、適正に執行さ

れていた。 

 歳出においては、設備のメンテナンスや部品の

交換などの修繕が毎年継続的に発生しており、修

繕料は平成２８年度は５１３万４,０００円、２

９年度は３６１万４,０００円、３０年度は３７

７万円であった。また、平成２９年度には温泉ポ

ンプが故障したため、約２カ月間休業し、ポンプ

の入れかえ工事を行っており、工事費１,３１７

万６,０００円の支出があった。 

 歳入においては、全体の９割程度を使用料が占

めている。平成２９年度及び３０年度は、休業期

間があり減収となったが、平均すると３,４００

万円を超える収入であった。しかし、歳出と比較

すると、平成２８年度は１,４４９万円、２９年

度は１,７８９万９,０００円、３０年度は３,１

９０万８,０００円の赤字経営となっている。 

 (３)当健康センターの利用者数の状況は、別紙

３のとおりである。 

 年間利用者数は、平成２８年度は１２万１,５

２３人、２９年度は１１万１,８３０人、３０年

度は１０万８,３６４人であった。平成２９年度

及び３０年度は休業期間があったため、年間利用

者数は減少したが、営業日１日当たりの平均利用

者数は３８０人前後と、ほぼ一定であった。 

 利用内訳のうち、大人(１回４００円)１日当た

り平均利用者数は、平成２８年度の２４２人に対

し２９年度は２３０人、３０年度は２１６人と減

少している。しかし、高齢者入浴助成事業対象者

(１回２００円)の１日当たり平均利用者数は、平

成２８年度の１３１人に対し２９年度は１３６

人、３０年度は１４４人と徐々に増加しており、

高齢者入浴助成事業の定着と高齢化による対象者

の増加が要因と判断される。 

 ６、監査の意見。 

 当健康センターの運営及び維持管理について

は、諸帳簿類が適正に整備され、金銭管理につい

ても毎日の回収・集計を実施しており、適正と認

められる。 

 指定金融機関への現金の引き継ぎは、以前は週

２回であったが、現在は週１回となっており、今

後は夜間金庫の利用なども検討し、さらに安全な

金銭管理ができるよう努めていただきたい。 

 当健康センターは、平成１１年の開設から２０

年が経過し、経年劣化による機械設備や施設の修

繕が頻繁に必要になるなど、経費は年々増加傾向

にある。今回の現地監査においても床面に発生し

た黒ずみや、男女サウナ室の木製の壁や座面部分

に高温による焦げを確認しており、利用者の安全

や快適性のためにも、早期の修繕を望むものであ

る。 

 平成２６年度に判明した地盤沈下による高低差

については、平成２８年度及び２９年度にも確認

調査を実施したが、その結果、建物部分には大き

な変動はなく安定しているが、露天風呂や敷地部

分ではわずかに変動しており、その影響による修

繕を都度行っているとの説明があった。今後、全

面的な改修が必要となった場合には、長期間の休

業や高額の支出が見込まれることから、必要に応

じた修繕を計画的に進めることができるよう検討

していただきたい。 

 当健康センターは、町民の心身の保養と健康増

進を目的に設置されていることから、赤字経営の

みを取り上げて指摘すべきではないが、町財政へ

の影響を考慮し、利用者の増加対策や経費の縮減

を図るとともに、施設設備の長寿命化対策なども

含めた今後の運営方針を十分に検討し、よりよい

施設となることを望むものである。 

 別紙１には、センター組織図や職員配置状況

を、業務内容でございます。 

 ２ページには、管理の状況ということで、２８



－ 21 － 

年、２９年、３０年度を載せてございます。 

 別紙３につきましては、利用状況を載せており

ます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は、報告済みといたします。 

 監査委員、お疲れさまでした。 

 以上で、定期監査報告を終わります。 

 １時まで、暫時休憩いたします。 

午前１１時５５分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第７ 

令和元年議案第６４号 七飯町下水道事

業に地方公営企業法の規定の全部を適用

することに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 令和元年議案第

６４号七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定

の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関

する条例の制定についてを議題といたします。 

 ただいま議題といたしました案件については、

令和元年１２月１３日の本会議において、経済産

業常任委員会に付託されたものであります。 

 閉会中の審査を終了しておりますので、その結

果の報告を求めます。 

 長谷川委員長。 

○８番（長谷川生人） 委員会報告第１号経済産

業常任委員会報告書。 

 令和元年１２月１３日第４回定例会における議

決に基づき、当委員会に付託された事件につい

て、審査した結果を下記のとおり報告する。 

 令和２年２月５日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 経済産業常任委員会委員長長谷川生人。 

 記。 

 １、事件名。 

 令和元年議案第６４号七飯町下水道事業に地方

公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について。 

 ２、審査の経過。 

 令和元年１２月２０日、令和２年１月１７日、

２月５日の３日間、委員会を開催し、経済部長、

水道課参事の出席を求め、審査を行った。 

 ３、決定及び理由。 

 (１)決定。 

 原案可決。 

 (２)理由。 

 当委員会に付託された七飯町下水道事業に地方

公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関

係条例の整備に関する条例は、七飯町下水道事業

に地方公営企業法の全部を適用し、公営企業会計

に移行させるために必要な条例改正を行うもので

ある。 

 下水道事業を公営企業会計に移行することによ

り、下水道事業の経営状況を正確に把握すること

が可能となり、下水道資産の適正な維持管理を計

画的に行うことができることや、下水道事業の効

率化、事業のコスト削減を図ることができる。 

 条例整備の主な内容は、次のとおりである。 

 ①地方公営企業に適用される関係法令の規定に

基づき、条例又は規程等に定めるべき事項を整理

し、水道事業が所管する例規において、下水道事

業との併合が可能なものについては、統合するこ

とを基本に改正を行っている。 

 また、制定及び改廃の対象となる例規の抽出に

当たっては、新たに整理すべき事項のほか、法適

用によって適用除外となる事項と既存例規の適用

関係を整理することに加え、公営企業への組織変

更に伴い、改正が必要となる例規についても必要

な範囲内で改正を行っている。 

 ②地方公営企業法第７条においては、公営企業

の管理者を置くことが原則となっているが、同条

ただし書により、条例で管理者を置かない旨を定

めることできる。その際には、地方公共団体の長

が管理者の権限を行うこととなるが、当町におい
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ては管理者を置かず、町長が管理者の権限を行う

ことを定めている。 

 現在の水道事業及び下水道事業に関係する条例

の中には、七飯町長の権限で行う事務と、公営企

業となった際の管理者の権限で行う事務の２種類

があることから、七飯町の代表者である「町長」

と、管理者の権限で行う「町長」のどちらの権限

で行う事務を規定したのかを明確にするため、前

者を「町長」とし、後者を「管理者」として改正

するもので、下水道事業のほか、水道事業に関係

する例規もあわせて整理を行っている。 

 ③「規則」は、町長や教育委員会等の行政委員

会のみが定めることができるが、公営企業の管理

者には、「規程(企業管理規程)」を定めることが

できるとされている。 

 下水道事業に関係する条例には、条例の運用の

詳細を「規則」で定める旨の委任規定が規定され

ているが、地方公営企業法の適用に伴い、「規程

(企業管理規程)」で条例の運用の詳細を定めるこ

ととする改正を行っている。 

 ④その他。 

 今回の整備する例規の文言の使い方等を統一化

し、例規の体系を整えるために、必要な字句を修

正又は条項の整理を行っている。 

 地方公営企業法適用後の組織の状況、管理者の

附属機関として新たに設置する七飯町公営企業経

営審議会などについての質疑応答を踏まえ、条例

の内容を審査したところ、全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定した。 

 以上でございます。よろしく御審議願います。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 委員長、お疲れさまでした。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 令和元年議案第６４号七飯町下水道事業に地方

公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関

係条例の整備に関する条例の制定についての委員

長の報告は、原案可決であります。 

 本案については、委員長報告のとおり原案可決

することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員長報告のとおり原案可決

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

承認第１号 専決処分の承認を求めるこ

とについて 

   ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 承認第１号専決

処分の承認を求めることについてを議題といたし

ます。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、承認第

１号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次

のとおり令和元年度七飯町一般会計補正予算（第

９号）を専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求めるもので

ございます。 

 承認を求めます。 

 一般会計補正予算（第９号）は、第１条、既定

予算の総額に歳入歳出それぞれ８００万円を追加

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１８億９,

７９７万３,０００円とするものでございます。 

 このたびの補正は、ふるさと納税寄附額の増額

に伴い、事業予算に不足が生じており、早急に対

応する必要があったことから専決処分したもので

ございます。 

 それでは、８ページの歳出から御説明申し上げ

ます。 

 ７款商工費１項１目商工費は、ふるさと納税事

業費として、需用費は、ふるさと納税消耗品費８

００万円の追加でございます。 

 次に、５ページの歳入に戻っていただきます。 

 １７款寄附金１項１目総務費寄附金は、ふるさ

と納税分として１,７００万円の追加。 

 １８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は、
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９００万円の減額でございます。 

 提案説明は、以上でございます。 

 承認くださるようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今の寄附金の反対勘定で、

これを基金に繰り入れるというふうになっている

のですけれども、普通ふるさと納税やった場合に

は、使用目的とかが出てきて、それを基金に入れ

てくださいというふうになっていたのかどうかと

いうのをわからないので、その点お願いします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） ただいまの御質問

に御答弁させていただきます。 

 先ほど提案説明いたしました歳入、一般の５か

ら６ページにつきまして、ふるさと納税につきま

しては総務費寄附金で、その増額分をお受けする

というような予算計上をさせていただきました。

これにつきましては、それぞれの目的に応じて、

そういったところの事業費に充当していくという

ようなことに変わりはございません。 

 その他、歳入歳出の形式につきまして、歳入が

歳出に超過する形となってしまいますので、不足

の部分に繰り入れておりました財政調整基金は、

超過してしまうことから、こちらは減じる形とし

まして、歳入歳出それぞれ同額の予算を専決処分

させていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについ

て、これを承認することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、これを承認することに決定い

たしました。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

議案第８号 職員の分限についての手続

及び効果に関する条例及び職員の給与に

関する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長(木下 敏) 日程第９ 議案第８号職員の

分限についての手続及び効果に関する条例及び職

員の給与に関する条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

８号職員の分限についての手続及び効果に関する

条例及び職員の給与に関する条例の一部改正につ

いて、提案説明を申し上げます。 

 このたびの改正は、本条例で引用している地方

公務員法に一部改正があったことから、法律との

整合を図るため改正するものでございます。 

 今回の改正の内容としては、成年被後見人等で

あることを理由に不当に差別されないよう、成年

被後見人等を職種等から一律に排除する規定と

なっている地方公務員法第１６条第１項の規定が

削除されたことから、法律を引用している条例に

ついて、規定の整備を行うものでございます。 

 また、一部の字句について、改めるものでござ

います。 

 それでは、議案第８号職員の分限についての手

続及び効果に関する条例及び職員の給与に関する

条例の一部改正について、提案説明を申し上げま

す。 

 本条例は２条からなっており、第１条は職員の

分限についての手続及び効果に関する条例の改

正、第２条が職員の給与に関する条例の改正と

なっております。 

 それでは、議案関係資料１ページ。資料１の新

旧対照表をごらんください。 

 職員の分限についての手続及び効果に関する条

例及び職員の給与に関する条例新旧対照表（第１

条関係）でございますが、条例の一部を次のとお
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りに改めます。 

 第５条第１項中「第１６条第２号」を「第１６

条第１号」に、「至つた」を「至った」に改め

る。 

 次に、職員の給与に関する条例新旧対照表（第

２条関係）でございます。条例の一部を次のよう

に改めます。 

 第１４条の５第２号中「（法第１６条第１号に

該当して失職した職員を除く。）」を削る。 

 議案に戻りまして、附則になりますが、この条

例は、公布の日から施行するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第８号職員の分限についての手続及び効果

に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部

改正について、原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

議案第９号 七飯町特別職非常勤職員の

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議案第９号七

飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

９号七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正について、提案説明を申

し上げます。 

 このたびの改正は、地方公務員法の改正に伴

い、本年４月から会計年度任用職員制度が実施さ

れますが、その際、七飯町における特別職非常勤

職員の職の整理をしたところ、本条例に規定して

いる公民館管理人については、各種委員会委員な

どの特別職非常勤職員に該当しないことから、本

条例を改正するものでございます。 

 なお、当該職につきましては、業務の内容等の

関係から報償費の支払い対象として整理をいたし

ます。 

 それでは、議案第９号七飯町特別職非常勤職員

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて、提案説明を申し上げます。 

 議案関係資料３ページ。資料３の新旧対照表を

ごらんください。 

 別表１０の項を削り、同表１１の項を同表１０

の項とし、同表１２の項から５０の項までを１項

ずつ繰り上げる。 

 議案に戻っていただきまして、附則としまし

て、第１項は施行期日として、この条例は、令和

２年４月１日から施行する。 

 第２項は、調整規定として、この条例及び七飯

町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適

用することに伴う関係条例の整備に関する条例

（令和２年条例第 号）に同一の条例の規定につ

いての改正規定がある場合において、当該改正規

定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規

定は、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定

の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関

する条例によってまず改正され、次いでこの条例

によって改正されるものとする。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 
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 これより、採決を行います。 

 議案第９号七飯町特別職非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について、原案

のとおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

議案第１０号 七飯町国民健康保険税条

例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 議案第１０号

七飯町国民健康保険税条例の一部改正についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第１０

号七飯町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について、提案説明申し上げます。 

 このたびの改正は、北海道が示す標準保険料を

念頭においた３年をめどに段階的に資産割の廃止

に伴い、平成３０年度から引き続き３年目となる

令和２年度より資産割を廃止した税率の改正でご

ざいます。 

 それでは、改正する内容につきましては、お手

元に配付されております議案関係資料の４ペー

ジ、資料４の七飯町国民健康保険税条例新旧対照

表により御説明申し上げます。 

 見出し、課税額の第２条第２項から第４項まで

の規定中「及び資産割額」を削るものでございま

す。 

 次の見出し、国民健康保険の被保険者に係る資

産割額並びに第４条及び次の見出し、介護納付金

課税被保険者に係る資産割額並びに第８条を削る

ものでございます。 

 次の見出し、国民健康保険の被保険者に係る税

率等のところの第９条第１号中「１００分の７.

９」を「１００分の８.２」に改め、同条第２号

を削り、同条第３号を同条第２号とし、同条第４

号を同条第３号とするものでございます。 

 次の見出し、介護納付金課税被保険者に係る税

率等のところの第９条の３第１号中「１００分の

２.１」を「１００分の２.２」に改め、同条第２

号を削り、同条第３号を同条第２号とし、同条第

４号を同条第３号とするものでございます。 

 それでは、議案に戻っていただきまして、附則

といたしまして、施行期日、第１項、この条例

は、令和２年４月１日から施行する。 

 経過措置といたしまして、第２項、この条例に

よる改正後の七飯町国民健康保険税条例の規定

は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税に

ついて適用し、令和元年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、提案説明がありました

けれども、資産割も廃止するということなのです

が、従前の税収といいますか、改正前の税収の見

込みと改正後の税収見込みはどういうふうに変わ

るのか、その辺についてちょっとお伺いします。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 当町の課税方式という

のは、所得割、資産割、均等割、平等割の４方式

でございますけれども、北海道の示す課税方式と

いうのは、資産割を除いた３方式というふうに

なっております。 

 この改正というのは、平成３０年度から課税総

額は現状を維持しつつ、３年をめどに段階的に資

産割の廃止を実施しているところでございまし

て、令和２年度で資産割を廃止して所得割を増額

するという仕組みになってございます。 

 よって、先ほども言いましたけれども、課税総

額というような現状を維持するという形になって

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１０号七飯町国民健康保険税条例の一部

改正について、原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１２ 

議案第１１号 固定資産評価審査委員会

条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 議案第１１号

固定資産評価審査委員会条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（広部美幸） それでは、議案第１１

号固定資産評価審査委員会条例の一部改正を求め

ることについて、提案説明申し上げます。 

 このたびの改正は、国において行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律の名称

が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律と改められたことから、固定資産評価審査

委員会条例の一部を改正するものでございます。 

 条例の改正内容につきましては、議案関係資料

５、６ページからの新旧対照表に掲載しておりま

すので、この表により御説明させていただきま

す。 

 それでは新旧対照表、見出しは（書面審理）の

第６条第２項中、改正前の欄、「行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する法律（平成１

４年法律第１５１号）第３条第１項」を改正後の

欄、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成１４年法律第１５１号）第６条第

１項」に改めるものでございます。 

 次に、議案の附則に戻りまして、この条例は、

公布の日から施行するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１１号固定資産評価審査委員会条例の一

部改正について、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１３ 

議案第１２号 七飯町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 議案第１２号

七飯町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それでは、

議案第１２号七飯町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て、提案説明を申し上げます。 

 このたびの改正は、成年被後見人等の権利の制

限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、児童福祉法の一

部改正において条項ずれの整備がなされました。 

 これに基づき、同法を引用する七飯町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、議案関係資料の７ページになりま

す。 

 七飯町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す
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る基準を定める条例新旧対照表をごらんいただき

たいと思います。 

 見出し、（職員）のところの第２３条第２項第

２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３

４条の２０第１項第３号」に改めるものでござい

ます。 

 それでは、議案に戻っていただきまして、附則

といたしまして、この条例は、公布の日から施行

するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１２号七飯町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いてを、原案のとおり可決することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１４ 

議案第１３号 七飯町保健福祉在宅サー

ビス条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１４ 議案第１３号

七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第１３

号七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部を改正

する条例の提案説明を申し上げます。 

 このたびの改正は、七飯町保健福祉在宅サービ

ス条例に規定する四つの町独自事業について、他

の事業等に移行したことにより、廃止するもので

ございます。 

 一つ目は、軽度生活支援事業で、これは介護保

険任意事業の生活サポート事業へ。二つ目は、障

害者ホームヘルプサービス事業で、障害者自立支

援法の自立支援費のほうへ。三つ目は、障害者短

期入所事業で、自立支援の自立支援費のほうへ移

行。四つ目は、高齢者生活機能向上支援事業で、

介護保険事業の介護予防事業へ移行したことによ

る改正でございます。 

 それでは、議案関係資料の８ページをごらんく

ださい。 

 資料７、七飯町保健福祉在宅サービス条例の新

旧対照表でございます。 

 ３条中７号を削り、第８号を７号とし、９号を

削り、第１０号を８号とし、第１１号から第１８

号までを２号ずつ繰り上げます。 

 次に、５条第１号を次のように改めます。 

 第１号外出支援サービス事業、老衰、心身の障

害及び疾病等の理由により歩行困難な在宅の障害

者や高齢者等が、住みなれた地域社会の中で引き

続き生活していくことを支援するため、移送車両

により居宅と在宅福祉サービス提供施設等の間の

移送サービスの提供を行う事業をいう。 

 次に、同条第２号中ウを削り、エをウとしま

す。 

 次に、第１１条を次のように改めます。 

 第１１条、削除。 

 次のページになります。 

 第１３条を次のように改めます。 

 第１３条、削除。 

 別表（第２０条関係）を次のように改めます。 

 １の項、２の項、４の項及び次のページの５の

項を削り、番号の欄を削ります。 

 議案に戻っていただき、附則になります。 

 この条例は、公布の日から施行するものでござ

います。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議くださるようお願い申し上げま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１３号七飯町保健福祉在宅サービス条例

の一部改正について、原案のとおり可決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１５ 

議案第１４号 七飯町介護保険条例及び

七飯町介護保険料率の特例に関する条例

の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１５ 議案第１４号

七飯町介護保険条例及び七飯町介護保険料率の特

例に関する条例の一部改正についてを議題といた

します。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第１４

号七飯町介護保険条例及び七飯町介護保険料率の

特例に関する条例の一部を改正する条例の提案説

明を申し上げます。 

 このたびの改正は、低所得者の介護保険料率の

軽減内容を強化することを目的とした介護保険法

施行令の一部を改正する政令が令和２年４月１日

から施行されることに伴う七飯町介護保険条例及

び七飯町介護保険料率の特例に関する条例の改正

でございます。 

 具体的な改正内容でございますが、第１条は、

七飯町介護保険条例でございます。 

 介護保険料の軽減について、第１段階の保険料

は平成２７年度から、第２段階及び第３段階の保

険料は、平成３１年度から軽減措置を実施してい

るところでございますが、政令改正により第１段

階から第３段階までの保険料をさらに引き下げる

ものでございます。 

 第２条は、七飯町介護保険料率の特例に関する

条例でございます。 

 介護保険料率の特例は、毎年度、適用人数の実

績を勘案し、継続の要否を決定していることか

ら、条例の適用期間を単年度としているところで

ございます。今年度の適用人数は、８名の実績が

あったことから、引き続き保険料率の特例を適用

する所要の改正と政令の改正により、第１条で御

提案いたします七飯町介護保険条例の一部改正に

規定する第２段階の軽減後の保険料の額と、七飯

町介護保険料率の特例に関する条例に規定する第

２段階の保険料の額が同額となり又同様に第３段

階の保険料の額も同額となり、介護保険条例のほ

うを優先することから、特例に係る規定を削除す

るものでございます。 

 それでは、議案関係資料の１２ページをごらん

ください。 

 資料８、七飯町介護保険条例新旧対照表（第１

条関係）でございます。 

 第２条第１項中「平成３２年度」を「令和２年

度」に改める。同条第３項中「平成３１年度から

平成３２年度までの各年度を「令和２年度」に、

「２万５,２００円」を「２万１６０円」に改

め、同条第４項中「平成３１年度から平成３２年

度までの各年度」を「令和２年度」に、「４万

２,０００円」を「３万３,６００円」に改め、同

条第５項中「平成３１年度から平成３２年度まで

の各年度」を「令和２年度」に、「４万８,７２

０円」を「４万７,０４０円」に改めます。 

 次に、次のページ、資料９、七飯町介護保険料

率の特例に関する条例新旧対照表（第２条関係）

でございます。 

 第２条第３号から第５号まで削ります。 

 第３条中「前条の各号」を「前条各号」に改

め、同条第１号及び第２号中「平成３１年度」を

「令和２年度」に改め、次のページの同条第３号

及び第４号を削ります。 

 第４条中「から第５号まで」を削ります。 

 議案に戻っていただき、附則でございます。 

 第１項は、施行期日でございます。この条例

は、規則で定める日から施行する。 
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 次のページになります。 

 第２項、経過措置でございます。令和元年度以

前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よるでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議くださるようお願い申し上げま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１４号七飯町介護保険条例及び七飯町介

護保険料率の特例に関する条例の一部改正につい

て、原案のとおり可決することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１６ 

議案第１５号 七飯町公営企業の設置等

に関する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１６ 議案第１５号

七飯町公営企業の設置等に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、議案第１５

号七飯町公営企業の設置等に関する条例の一部改

正について、提案説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、地方自治法の一部改正によ

り、七飯町公営企業の設置等に関する条例の法律

を引用する部分に条項ずれが生じたことから、条

例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、議案関係資料の１５ページをお開き

願います。 

 七飯町公営企業の設置等に関する条例新旧対照

表でございます。 

 第８条中「第２４３条の２第８項」を「第２４

３条の２の２第８項」に改めるものでございま

す。 

 議案に戻りまして、附則といたしまして、施行

期日でございますが、この条例は、令和２年４月

１日から施行するものでございます。 

 また、調整規定といたしまして、この条例及び

七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部

を適用することに伴う関係条例の整備に関する条

例（令和２年条例第 号）に同一の条例の規定に

ついての改正規定がある場合において、当該改正

規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の

規定は、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規

定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に

関する条例によってまず改正され、次いでこの条

例によって改正されるものとするものでございま

す。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１５号七飯町公営企業の設置等に関する

条例の一部改正について、原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１７ 

議案第１６号 七飯町水道事業給水条例

の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１７ 議案第１６号
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七飯町水道事業給水条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、議案第１６

号七飯町水道事業給水条例の一部改正について、

提案説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、水道法施行令の一部改正に

より、七飯町水道事業給水条例の法律を引用する

部分に条項ずれが生じたことから、条例の一部を

改正するものでございます。 

 それでは、議案関係資料の１６ページをお開き

願います。 

 七飯町水道事業給水条例新旧対照表でございま

す。 

 第３５条第１項中「第５条」を「第６条」に改

めるものでございます。 

 議案に戻りまして、附則といたしまして、この

条例は、公布の日から施行するものでございま

す。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１６号七飯町水道事業給水条例の一部改

正について、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１８ 

議案第１７号 桜Ｂ団地５棟・６棟長寿

命化改修建築主体工事請負契約について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１８ 議案第１７号

桜Ｂ団地５棟・６棟長寿命化改修建築主体工事請

負契約についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） それでは、議案第

１７号桜Ｂ団地５棟・６棟長寿命化改修建築主体

工事請負契約について、提案説明申し上げます。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、桜Ｂ団地

５棟・６棟長寿命化改修建築主体工事の請負契約

を次のとおり締結するため、議会の議決を求める

ものでございます。 

 記といたしまして、１の契約の目的は、桜Ｂ団

地５棟・６棟長寿命化改修建築主体工事。工事概

要は、ドリゾール造り、地上２階建て、総延べ床

面積７０４.６２平方メートル。 

 ２の契約の方法は、地域限定型一般競争入札。 

 ３の契約金額は、４,８５４万３,０００円。 

 ４の契約の相手方は、鈴木・松栄特定建設工事

共同企業体、代表者亀田郡七飯町字大沼町７４６

番地、株式会社鈴木事業所、代表取締役鈴木進氏

でございます。 

 次のページをお開き願います。 

 工事関係図面でございます。 

 １枚目の配置図にて、赤色のところが今回の工

事箇所となる５棟・６棟でございます。５棟・６

棟は、各５戸、合計１０戸の住戸が今回の工事箇

所となります。 

 次のページからは、平面図・立面図を添付して

ございます。 

 なお、議案関係資料１７ページに、資料１２、

桜Ｂ団地５棟・６棟長寿命化改修建築主体工事の

入札の経緯と結果を添付しておりますので、御参

照願います。 

 簡単ですが、提案説明は以上でございます。 

 議決いただきますよう御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 地域限定型の一般競争入札
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になっているのですけれども、この条件というの

はどういうふうになっているのか、教えていただ

きたい。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） それではお答えし

てまいります。 

 地域限定型の一般競争入札の条件でございます

けれども、まず、この入札に参加できる方につい

てですが、これは七飯町の総合評価方式審査委員

会で決定しております。 

 それで今回の内容としましては、地域限定型一

般競争入札ということで、単体の要件としてＡラ

ンク、七飯町における競争入札参加資格がＡラン

クに格付されていること。七飯町及び函館市、北

斗市に本店、または支店を有するものであること

などが条件になってございます。（発言する者あ

り）失礼しました。それと、今回の事業なのです

けれども、国の補助事業であるため、この地域限

定の一般競争入札という方法で実施してございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 参加条件、さっき言ったよ

うに、単体だったらＡクラスというふうに言って

いたのですけれども、ここで特定企業体が入って

いるけれども、それも何かあるのではないです

か。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） お答えしてまいり

ます。 

 ＪＶ、今回は特定工事共同企業体ということ

で、そちらも認めているのですが、ＪＶ組んだと

きにそのランクがＡランク以上になると、ＪＶで

も参加が可能ですということになります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ちょっとわからないのです

けれども、単体のＡランクというのは何点以上に

なっているのですか。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） 点数でございます

けれども、七飯町における競争入札参加資格が９

７０点以上ということで決められてございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１７号桜Ｂ団地５棟・６棟長寿命化改修

建築主体工事請負契約について、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１９ 

議案第１８号 本町上台団地３棟・４棟

長寿命化改修建築主体工事請負契約につ

いて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１９ 議案第１８号

本町上台団地３棟・４棟長寿命化改修建築主体工

事請負契約についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） それでは、議案第

１８号本町上台団地３棟・４棟長寿命化改修建築

主体工事請負契約について、提案説明申し上げま

す。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、本町上台

団地３棟・４棟長寿命化改修建築主体工事の請負

契約を次のとおり締結するため、議会の議決を求

めるものでございます。 

 記といたしまして、１の契約の目的は、本町上

台団地３棟・４棟長寿命化改修建築主体工事。工

事概要は、ドリゾール造り、地上２階建て、総延

べ床面積７３９.６８平方メートル。 

 ２の契約の方法は、地域限定型一般競争入札。 

 ３の契約金額は、５,４１２万円。 
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 ４の契約の相手方は、亀田郡七飯町大川３丁目

５番４３号、カワマタビルド株式会社、代表取締

役川又修治氏でございます。 

 次のページをお開き願います。 

 工事関係図面でございます。 

 １枚目の配置図にて、赤色のところが今回の工

事箇所となる３棟・４棟でございます。３棟・４

棟は、各６戸、合計１２戸の住戸が今回の工事箇

所となります。 

 次のページからは、平面図・立面図を添付して

ございます。 

 なお、議案関係資料１８ページに、資料１３、

本町上台団地３棟・４棟長寿命化改修建築主体工

事の入札の経緯と結果を添付してございますの

で、御参照願います。 

 簡単ですが、提案説明は以上でございます。 

 議決いただきますよう御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほどの参加業者の技術評

価点というのは、カワマタさんが１１７点で、鈴

木・松栄で１１６点。今回のやつのを見ると、カ

ワマタさんが単体で１１７点、鈴木さんが単体で

１１６となっているのですよね。ＪＶで１１６

で、単体でも１１６ということはちょっと、普通

だったら松栄さんが入ったら高くなるとか何かと

いうのはあるのかなと思って、今、聞きました。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（寺谷光司） 今、横田議員が

おっしゃられているのは、資料のほうの技術評価

点の点数ということで理解していますが、こちら

の点数は総合評価委員会で、今回は価格以外の要

素を含めるために地域限定型競争ということで

やってございます。その点数が評価されて、その

評価内容としましては、施工計画ですとか、企業

の施工実績、配置予定技術者、また地域の精通

度、こういうのを勘案して得点をつけていきま

す。その点数が、こちらの技術評価点ということ

になりまして、先ほどのＡランク、９７０点以上

というのは、七飯町の入札参加資格の点数でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それはＪＶと単体

で、なぜ点数が一緒なのかということですけれど

も、こちらＪＶというのは１社の場合の１社の評

価をします。ＪＶの場合には、Ａ社とＢ社を１度

架空合併して、架空合併した会社を評価します。

今回の点数が一緒というのは、たまたま一緒の点

数でございまして、特に問題はございません。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 最後むやむやと言われたの

で、何かよくわからなかったのですけれども、少

なくたって単体で出て、カワマタさん１１７、こ

れどっちも同じですよね。鈴木さんの場合は、最

初のほうは松栄さんと組んで１１６点ということ

は、評価の仕方というのは、そうしたら申しわけ

ないですけれども、単体でやったときの評価の仕

方とＪＶでやったときには、例えばおのおの持っ

ている点数を例えば２で割って、それを足した数

字で出すとかそういうやり方なのですか、そこの

ところはっきりしてください。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） 先ほど、架空合併さ

せるという話をしましたけれども、大きい会社と

小さい会社がＪＶを組んだ場合には、大きな会社

が例えば１００だとしたら小さな会社が１０だと

します。足して１１０になりますけれども、１１

０の状態でその会社を評価いたしますので、大き

な会社がメインのＡという項目、ＡとＢのＪＶに

なったとすると、Ａのほうに大きな会社がいると

すると、それは合併したとしてもそれほど変わら

ない会社の評価ということになりますので、こち

らは点数が動いていないということになります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 
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 これより、採決を行います。 

 議案第１８号本町上台団地３棟・４棟長寿命化

改修建築主体工事請負計約について、原案のとお

り可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第２０ 

議案第１９号 渡島公平委員会規約の変

更に関する協議について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２０ 議案第１９号

渡島公平委員会規約の変更に関する協議について

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

１９号渡島公平委員会規約の変更に関する協議に

ついて、提案説明申し上げます。 

 このたびの規約の変更は、渡島公平委員会に加

入している団体において、解散による脱退が生じ

たため、規約を改正するものでございます。 

 それでは、提案説明申し上げます。 

 地方自治法第２５２条の７第３項において準用

する同法第２５２条の２の２の第３項本文の規定

により、渡島公平委員会規約を次のとおり変更す

ることの協議について、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 それでは議案関係資料の１９ページ、資料１４

の新旧対照表をごらんください。 

 渡島公平委員会規約の一部を次のとおり変更す

るものでございます。 

 別表中「 山越郡衛生処理組合」を削る。 

 議案に戻っていただきまして、附則になりま

す。 

 この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１９号渡島公平委員会規約の変更に関す

る協議について、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 次、一般会計の補正予算ですので、提案説明時

間かかりますので、休憩とりたいと思います。 

 ２時５分再開いたします。 

午後 １時５６分 休憩 

────────────── 

午後 ２時０５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第２１ 

議案第２０号 令和元年度七飯町一般会

計補正予算（第１０号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２１ 議案第２０号

令和元年度七飯町一般会計補正予算（第１０号）

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

２０号令和元年度七飯町一般会計補正予算（第１

０号）について御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、年度末までの入札、見積も

り合わせ及び決算を念頭とした執行残が見込まれ

るものなど、いわゆる整理予算が主な内容でござ

います。 

 したがいまして、整理予算として全体で減額と

なる事業は総額を説明し、増額となる項目がある

場合は、その部分を説明申し上げます。 

 それでは、第１条から順に御説明申し上げま
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す。 

 第１条、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ

１億７,５５４万７,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１１７億２,２４２万６,０

００円とするものでございます。 

 第２条、繰越明許費の追加及び変更は、第２表

によるものでございます。 

 第３条、債務負担行為の変更は、第３表による

ものでございます。 

 第４条、地方債の追加及び変更は、第４表によ

るものでございます。 

 次に、２０ページの歳出をごらんください。 

 １款議会費１項１目議会費として、委託料は予

算不足のため会議録調製委託料５８万円の追加。

その他報酬から役務費まで、使用料及び賃借料か

ら備品購入費までは、合わせて執行見込みにより

１０９万６,０００円の減額。事業合計５１万６,

０００円の減額。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、一般管理費

（総務行政）として１２万１,０００円の減額。

総務公用車管理費は１８万５,０００円の減額。

町有バス管理費は６５万４,０００円の減額。町

長公用車管理費は１２万８,０００円の減額。一

般管理費合計１０８万８,０００円の減額でござ

います。 

 ２目広報費は７万４,０００円の減額。 

 ３目財政管理費として、旅費、負担金、補助及

び交付金は合わせて３万４,０００円の減額。積

立金は、今年度の決算見込みにより財政調整基金

積立金４,７７７万円の追加。減債基金積立金２,

０１９万５,０００円の追加。活力のあるまちづ

くり推進基金積立金１,９５３万８,０００円の追

加。公共施設整備基金積立金２,３９２万１,００

０円の追加。事業合計１億１,１３９万円の追加

でございます。 

 ４目会計管理費は１万７,０００円の減額。 

 ５目財産管理費は、財産管理費として５８万

１,０００円の減額。庁舎管理費として３３万５,

０００円の減額。合計９１万６,０００円の減額

でございます。 

 ６目電算管理費は、電算管理費として需用費

は、一般事務消耗品として、コピー用紙の単価上

昇に伴い予算不足となることから３７万９,００

０円の追加。納付書等印刷製本費についても、単

価上昇に伴い予算不足のため２７万円の追加。役

務費使用料及び賃借料は、執行見込みにより６５

８万１,０００円の減額となり、事業合計５９３

万２,０００円の減額。光ケーブル設置管理費は

７１万５,０００円の減額。合計６６４万７,００

０円の減額でございます。 

 ７目企画費は、企画費として１８万６,０００

円の減額。まちづくり政策事務費は８万９,００

０円の減額。住民参画協働支援費は４１万５,０

００円の減額。交通対策事業費は７０万６,００

０円の減額。合計１３９万６,０００円の減額で

ございます。 

 ８目出張所費は、大沼出張所運営費として１万

７,０００円の減額。大中山出張所運営費として

３６万７,０００円の減額。合計３８万４,０００

円の減額でございます。 

 ９目自治振興費は、地域防犯等対策費として、

負担金、補助及び交付金は予算不足のため、外灯

維持費助成金８,０００円、外灯新設改良助成金

１万６,０００円。合わせて２万４,０００円の追

加のほか、特定財源として活力あるまちづくり推

進基金繰入金を２,８５１万２,０００円追加した

ことによる財源更正がございます。 

 １０目交通安全対策費は、交通安全対策費とし

て、報償費は高齢者運転免許証自主返納報償費と

して１０人分の報償費２０万円の追加。交通安全

指導車管理費は７万円の減額。合計１３万円の追

加でございます。 

 １１目交流推進費は、交流推進費として４３万

７,０００円の減額。国際交流公用車管理費は２

万４,０００円の減額。合計４６万１,０００円の

減額でございます。 

 ２項１目税務総務費は、税務総務費（課税）と

して２５万５,０００円の減額。税務総務費（納

税）は１４万円の減額。合計３９万５,０００円

の減額でございます。 

 ２目賦課徴収費は、賦課事務費として１５万円

の減額。徴収事務費は４１万円の減額。合計５６

万円の減額でございます。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費として、負担金、
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補助及び交付金は、個人番号カード交付事業負担

金の増により１０６万１,０００円の追加。 

 ４項２目選挙執行費は、北海道知事・議会議員

選挙執行費として１６４万８,０００円の減額。

参議院議員通常選挙執行費は３３５万５,０００

円の減額。合計５００万３,０００円の減額でご

ざいます。 

 ５項１目統計調査費は４４万１,０００円の減

額。 

 ６項１目監査委員費は７万４,０００円の減

額。 

 ３款民生費１項１目社会福祉総務費は、社会福

祉総務費（地域福祉）として６０万円の減額。民

生委員児童委員費は９１万９,０００円の減額。

社会福祉総務費（国民年金）は１０万円の減額。

国民健康保険特別会計繰出金は、国民健康保険特

別会計執行見込みにより１,２３８万円の追加。

福祉基金費は、執行見込みにより基金積立金９１

万６,０００円の追加。合計１,１６７万７,００

０円の追加でございます。 

 ２目高齢者福祉費は、高齢者在宅サービス事業

費として１０万円の減額。高齢者支援費は７１万

４,０００円の減額。介護保険特別会計繰出金は

２６３万６,０００円の減額。合計３４５万円の

減額でございます。 

 ４目障がい者福祉費は、障がい者福祉費として

５１１万８,０００円の減額。障がい者介護審査

会費は１０万８,０００円の減額。地域生活支援

事業費は４８万６,０００円の減額。合計５７１

万２,０００円の減額でございます。。 

 ５目障がい者医療助成費は３９９万円の減額。 

 ６目社会福祉施設費は、授産施設指定管理費と

して、負担金、補助及び交付金は、福祉介護職員

処遇改善加算分に加え、新たに特定処遇加算分が

算定されたため、３１万１,０００円の追加。社

会福祉施設整備費は４８万円の減額。合計１６万

９,０００円の減額でございます。 

 ２項１目児童福祉総務費は、児童福祉総務費と

して３,３１１万２,０００円の減額。放課後児童

対策費は１,０２０万５,０００円の減額。本町子

育て支援センター運営費は２万６,０００円の減

額。大中山子育て支援センター運営費は、賃金は

臨時保育士賃金の予算不足のため１０万５,００

０円の追加。役務費、負担金、補助及び交付金は

合わせて２万８,０００円の減額。事業合計７万

７,０００円の追加。 

 児童福祉総務費合計４,３２６万６,０００円の

減額でございます。 

 ２目児童措置費は、大中山保育所運営費として

９５万６,０００円の減額。子ども・子育て支援

給付事業費は８,２５２万８,０００円の減額。合

計８,３４８万４,０００円の減額でございます。 

 ３目児童等医療助成費は、子ども医療助成費と

して８４６万５,０００円の減額。 

 ４目青少年育成対策費は１９万４,０００円の

減額。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、保健衛

生総務費として３６万４,０００円の減額。保健

指導車管理費は１,０００円の減額。水道施設費

は水道事業会計繰出金（収益勘定分）として、事

業会計の決算見込みにより６９万６,０００円の

減額。合計１０６万１,０００円の減額でござい

ます。 

 ２目予防費は、疾病予防等保健対策費として５

１３万７,０００円の減額。母子保健対策費は、

委託費から負担金、補助及び交付金までは執行見

込みにより合わせて３５０万４,０００円の減

額。扶助費の養育医療扶助費は、療育医療受給対

象者が転入等により、当初見込みより多く予算不

足となったことから５９万２,０００円の追加。

事業合計２９１万２,０００円の減額。成人保健

対策費は５７万２,０００円の減額。合計８６２

万１,０００円の減額でございます。 

 ３目環境衛生費は、有害鳥獣対策費として１０

０万７,０００円の減額。有害鳥獣対策車管理費

は４万８,０００円の減額。火葬場及び墓地管理

費は２１万２,０００円の減額。環境保全事業推

進基金費は積立金５７万８,０００円の追加。合

計６８万９,０００円の減額でございます。 

 ４目環境保全対策費は、自然環境保全事業費と

して１７万円の減額。生活環境対策事業費は２３

万３,０００円の減額。合計４０万３,０００円の

減額でございます。 

 ５目保健センター管理費は２万８,０００円の
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減額。 

 ６目健康センター管理費は１１７万円の減額。 

 ２項１目清掃総務費は、廃棄物対策費として３

５万６,０００円の減額。廃棄物対策車管理費は

１万１,０００円の減額。リサイクル推進対策費

は４０万円の減額。合計７６万７,０００円の減

額でございます。 

 ２目塵芥処理費は、廃棄物処理費として執行見

込みによる減額ですが、特に負担金、補助及び交

付金は、渡島廃棄物処理広域連合負担金の減額に

より９６４万４,０００円の減額となっており、

９８７万４,０００円の減額となります。 

 ６款農林水産業費１項３目農業振興費は、農業

支援対策事業費として２６万８,０００円の減

額。経営所得安定対策直接支払推進事業費は３７

万８,０００円の減額。合計６４万６,０００円の

減額でございます。 

 ４目農地費は、農業施設維持管理費として３７

万４,０００円の減額。国営農業基盤整備事業費

は４,０００円の減額。道営農業基盤整備事業費

は１,７９２万２,０００円の減額。土地改良公用

車管理費は５万５,０００円の減額。合計１,８３

５万５,０００円の減額でございます。 

 ５目町営牧場運営費は５万７,０００円の減

額。 

 ２項１目林業費は、林業費として２２６万円の

減額。町有林整備費は７２万７,０００円の減

額。森林環境譲与税基金費は、国からの森林環境

譲与税の歳入確定により積立金４０２万７,００

０円の追加。合計１０４万円の追加でございま

す。 

 ７款商工費１項１目商工費は、ふるさと納税事

業費として、役務費は２５０万円の減額。使用料

及び賃借料は、ポータルサイト利用料として７万

円の追加。合わせて２４３万円の減額。プレミア

ム付商品券発行事業費は８,２１３万円の減額。

合計８,４５６万円の減額でございます。 

 ２目観光費は、観光費として５４万１,０００

円の減額。観光地整備管理費は７万４,０００円

の減額。合計６１万５,０００円の減額でござい

ます。 

 ３目国際交流プラザ管理費は、国際交流プラザ

指定管理費として、需用費は暖房用ボイラーに接

続されている循環ポンプの修繕のため１９万１,

０００円の追加。 

 ８款土木費１項１目土木総務費は、土木総務費

として８２万５,０００円の減額。土木作業車管

理費は６万２,０００円の減額。車両センター管

理費は２１万６,０００円の減額。水防センター

管理費は１３万円の減額。建築指導費（指導）は

１７万８,０００円の減額。合計で１４１万１,０

００円の減額でございます。 

 ２項１目道路橋りょう維持費は、道路橋りょう

維持費として、委託料は７万６,０００円の減

額。工事請負費は、町道等の舗装補修工事等が必

要なことから６００万円の追加。合わせて５９２

万４,０００円の追加。除排雪対策費は２,６６９

万６,０００円の減額。合計２,０７７万２,００

０円の減額でございます。 

 ２目道路橋りょう新設改良費は、道路用地取得

費として２８万円の減額。道路工事連絡車管理費

は１０万円の減額。社会資本整備総合交付金事業

費（道路）は１,１７３万４,０００円の減額。合

計で１,２１１万４,０００円の減額でございま

す。 

 ３項１目河川費は、河川改修事務費として２万

５,０００円の減額。河川改良費は１０万円の減

額。合計１２万５,０００円の減額でございま

す。 

 ４項１目都市計画費は、都市計画総務費として

４３万３,０００円の減額。社会資本整備総合交

付金事業費（都市再生）は６８万８,０００円の

減額。合計１１２万１,０００円の減額でござい

ます。 

 ３目公共下水道費は１,０３０万８,０００円の

減額。 

 ５項１目住宅管理費は、公営住宅管理費として

５万７,０００円の減額。 

 ９款消防費１項２目災害対策費は、災害対策費

として３８万３,０００円の減額。防災行政無線

施設管理費は３３万３,０００円の減額。国民保

護対策費は７万５,０００円の減額。合計で７９

万１,０００円の減額でございます。 

 １０款教育費１項１目教育委員会費として、旅
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費の委員費用弁償は、教育委員出張旅費予算不足

のため１万円の追加。 

 ２目事務局費は、事務局費（学校庶務）として

１６万９,０００円の減額。私立幼稚園対策費は

３０万円の減額。事務局費（学校教育）として報

酬は執行見込みにより１０万７,０００円の減

額。旅費のうち、委員費用弁償は２万３,０００

円の減額。外国語講師帰任旅費は、外国語講師が

急遽帰任することになり、１８万８,０００円の

追加。委託料は２０万７,０００円の減額。合わ

せて１４万９,０００円の減額でございます。事

務局費教育助成は１１万７,０００円の減額。ス

クールバス運行費は、需用費で沼っ子Ⅱの暖房

ヒーターの修繕が必要なことから、自動車修繕料

３８万円の追加。大沼地区小中学校統廃合事業費

は、委託料で５万５,０００円の減額。備品購入

費は、電子黒板購入費として７０万円の追加。合

わせて６４万５,０００円の追加。学校情報通信

ネットワーク環境整備費は、国において全国一律

に学校のＩＣＴ整備が急務であるとし、１人１台

端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的

に整備するギガスクール構想関係予算が国の補正

で予算措置されております。七飯町においても、

このギガスクール構想を実現するため、委託料は

校内ＬＡＮ整備、電源キャビネットの設置に伴う

ギガネットワーク整備委託料９,４７０万９,００

０円を追加。 

 事務局費合計９,４９９万９,０００円の追加で

ございます。 

 ２項１目学校管理費は、学校管理費（小学校）

として、需用費は大中山小学校の燃料用チップ代

が予算不足のため、燃料費その他１７８万２,０

００円の追加。電気料は２１０万７,０００円の

追加。需用費合計３８８万８,０００円の追加。

負担金、補助及び交付金は１万円の減額。合わせ

て３８７万８,０００円の追加でございます。児

童保健衛生費は１３万円の減額。学校プール運営

事務費は４６万２,０００円の減額。合計３２８

万６,０００円の追加でございます。 

 ３目学校建設費は、大中山小学校改築事業とし

て３,７６８万２,０００円の減額。 

 ３項１目学校管理費は、学校管理費（中学校）

として需用費は燃料費、重油の単価アップにより

５７万２,０００円、燃料費灯油は１３万円、電

気料２１５万８,０００円、上下水道料は３０万

円。需用費合計３１６万円の追加でございます。

役務費は、電話料６万円の追加。合わせて３２２

万円の追加でございます。 

 ４項１目社会教育総務費は、社会教育総務費と

して２万円の減額。高齢者教育事業費は１０万

２,０００円の減額。青少年育成事業費は１３万

１,０００円の減額。生涯教育公用車管理費は１

１万１,０００円の減額。社会教育施設整備基金

費は積立金１４３万４,０００円の追加。合計１

０７万円の追加でございます。 

 ２目文化振興費は、文化振興費として２５万

１,０００円の減額。地域セミナー事業費は２,０

００円の減額。文化祭開催事業は２万４,０００

円の減額。図書室管理費は２万円の減額。公民館

管理費は１万円の減額。合計３０万７,０００円

の減額でございます。 

 ３目社会教育施設振興費は、文化センター管理

費として５９万１,０００円の減額。大沼婦人会

館管理費は３７万６,０００円の減額。社会教育

施設管理費は２０万４,０００円の減額。合計１

１７万１,０００円の減額でございます。 

 ４目文化財保護費は、歴史館管理費として７万

６,０００円の減額。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ振興総務

費として３８万６,０００円の減額。スポーツ合

宿事業費は８万５,０００円の減額。体育施設管

理公用車管理費は５,０００円の減額。体育施設

管理費として、共済費、賃金、役務費は執行見込

みにより２４万２,０００円の減額。需用費は予

算不足のため、燃料費（重油）９５万９,０００

円、燃料費（灯油）３９万３,０００円、電気料

８９万２,０００円、施設修繕料５３万６,０００

円の追加。需用費合計で２７８万円の追加でござ

います。 

 事業の合計としては、２５３万８,０００円の

追加でございます。 

 保健体育総務費の合計としては、２０６万２,

０００円の追加でございます。 

 １１款１項１目農業用施設災害復旧費は、災害
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対応がなかったため全額５０万円の減額。 

 ２項１目道路橋りょう災害復旧費は、道路等災

害復旧費として、同様に全額５０万円の減額。 

 ２目河川災害復旧費も同様に、全額５０万円の

減額。 

 １２款公債費１項２目利子は、一般会計町債償

還費（利子）として３６万１,０００円の減額。 

 １３款職員費１項１目職員給与費は、職員給与

費として２,１５７万３,０００円の減額。臨時職

員雇用費は２０８万４,０００円の減額。合計２,

３６５万７,０００円の減額でございます。 

 ２目職員諸費は、職員諸費として７,０００円

の減額。職員研修費は１１万３,０００円の減

額。職員厚生費は５８万６,０００円の減額。合

計７０万６,０００円の減額でございます。 

 次に、１０ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 ２款地方譲与税１項１目自動車重量譲与税は

１,５００万円の減額。 

 ２項１目地方揮発油譲与税は５００万円の減

額。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金１項１目株式等譲

渡所得割交付金は６２０万円の減額。 

 ６款地方消費税交付金１項１目地方消費税交付

金は７,４９０万円の減額。 

 ８款自動車取得税交付金１項１目自動車取得税

交付金は、自動車取得税交付金として７００万円

の減額。自動車税環境性能割交付金６００万円の

減額。合計１,３００万円の減額。 

 １０款地方交付税１項１目地方交付税は３,０

００万円の減額。 

 １２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金

は、福祉介護職員処遇改善加算分負担金３１万

１,０００円の追加。保育所保育料６０６万３,０

００円の追加。合計で６３７万４,０００円の追

加でございます。 

 ２目農林水産業費負担金は、国営土地改良事業

受益者負担金１１０万円の追加。 

 １３款使用料及び手数料１項２目衛生使用料は

墓地貸付料１８万円の減額。健康センター使用料

１００万円の減額。合わせて１１８万円の減額で

ございます。 

 ２項２目民生手数料は、生きがい活動通所支援

事業利用手数料２４万円の減額。 

 ３目衛生手数料は、空き地雑草刈取手数料１６

万１,０００円の減額。 

 １４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金

は、国民健康保険基盤安定負担金１２０万６,０

００円の追加。障がい者自立支援医療費負担金２

５３万４,０００円の減額。介護保険低所得者保

険料軽減負担金４２万４,０００円の追加。合わ

せて９０万４,０００円の減額でございます。 

 ２項１目総務費国庫補助金は、個人番号カード

交付事業費補助金１０６万１,０００円の追加。

個人番号カード利用環境整備費補助金３８万５,

０００円の追加。合計１４４万６,０００円の追

加でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金は、循環型社会形成推進

交付金３４万３,０００円の減額。 

 ４目土木費国庫補助金は、道路橋りょう費補助

金として社会資本整備総合交付金は、交付金割当

額の減少により３,０５３万５,０００円の減額。

住宅費補助金として、木造住宅耐震診断補助金、

町営住宅家賃低廉化事業に伴う社会資本整備総合

交付金２２９万６,０００円の減額。合計３,２８

３万１,０００円の減額でございます。 

 ５目教育費国庫補助金は、学校施設環境改善交

付金４,７１１万８,０００円の減額。学校情報通

信ネットワーク環境施設整備費補助金４,７３５

万４,０００円の追加。合計２３万６,０００円の

追加。 

 ６目商工費国庫補助金は、プレミアム付商品券

事務費補助金７００万５,０００円の減額。プレ

ミアム付商品券事業費補助金１,５０２万５,００

０円の減額。合計２,２０３万円の減額でござい

ます。 

 ３項１目総務費委託金は、地域人権啓発活動活

性化事業委託金７万５,０００円の減額。 

 １５款道支出金１項１目民生費道負担金は、国

民健康保険基盤安定負担金３８３万６,０００円

の追加。障がい者自立支援医療費負担金１２６万

７,０００円の減額。介護保険低所得者保険料軽

減負担金２５万５,０００円の追加。合わせて２

８２万４,０００円の追加でございます。 
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 ２項１目総務費道補助金は、電源立地地域対策

交付金５万９,０００円の追加。 

 ２目民生費道補助金は、重度心身障がい者医療

給付事業補助金７５６万３,０００円の減額。介

護サービス提供基盤等整備事業交付金４８万円の

減額。児童福祉費補助金として、子ども医療給付

事業補助金４４７万１,０００円の追加。ひとり

親家庭等医療給付事業補助金２５６万円の追加。

多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金１５５万

８,０００円の追加。 

 民生費道補助金合計で５４万６,０００円の追

加でございます。 

 ４目農林水産業費道補助金は、農業経営基盤強

化資金利子補助金５万１,０００円の減額。経営

所得安定対策直接支払推進事業補助金２８万３,

０００円の減額。環境保全型農業直接支援対策事

業補助金７万１,０００円の減額。農業経営高度

化支援事業補助金２万４,０００円の減額。農業

農村づくり促進特別対策事業推進交付金１万円の

減額。合わせて４３万９,０００円の減額でござ

います。 

 林業費補助金として、未来につなぐ森づくり事

業補助金１０７万２,０００円の減額。森林保育

事業補助金７１万７,０００円の追加。農村漁村

地域整備交付金２１万９,０００円の減額。合わ

せて５７万４,０００円の減額でございます。農

林水産業費道補助金の合計としては、１０１万

３,０００円の減額でございます。 

 ３項１目総務費委託金は、土地利用規制等対策

事業交付金１,０００円の追加。各種指定統計調

査委託金２７万３,０００円の減額。北海道知

事・議会議員選挙事務交付金９６万円の減額。参

議院議員通常選挙事務交付金３３８万円の減額。

総務費委託金合計４６１万２,０００円の減額で

ございます。 

 ２目衛生費委託金は、市町村権限移譲事務交付

金８万５,０００円の減額。 

 ３目農林水産業費委託金は、道営農業農村整備

事業監督等補助業務委託料１８万４,０００円の

追加。 

 １６款財産収入１項１目財産貸付収入は、建物

貸付収入８４万４,０００円の減額。 

 ２目利子及び配当金は、財政調整基金運用利子

７５万４,０００円の追加。減債基金運用利子１

４万８,０００円の追加。活力のあるまちづくり

推進基金運用利子２８万円の追加。福祉基金運用

利子１５万５,０００円の追加。環境保全事業推

進基金運用利子３万７,０００円の追加。社会教

育施設整備基金運用利子１５万３,０００円の追

加。合わせて１５２万７,０００円の追加でござ

います。 

 ２項１目不動産売払収入は、間伐材売払収入５

６８万３,０００円の追加。 

 １８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は

５,８０８万５,０００円の追加。 

 ３目活力のあるまちづくり推進基金繰入金は

３,１１５万２,０００円の追加。 

 ５目環境保全事業推進基金繰入金は３０８万

４,０００円の追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

３７３万８,０００円の追加。 

 ２０款諸収入２項１目町預金利子は６万１,０

００円の減額。 

 ３項１目総務費貸付金収入は、地域総合整備資

金貸付金収入（日本語学校整備事業分）として１

３万４,０００円の減額。 

 ５項３目高額等医療費収入は、重度心身障がい

者高額療養費１,４８６万７,０００円の減額。子

ども医療高額療養費８１８万５,０００円の減

額。ひとり親家庭等高額療養費３３１万８,００

０円の減額。合わせて２,６３７万円の減額でご

ざいます。 

 ４目雑入は、諸実費徴収金として、胃がん検診

負担金から公民館講座受講料まで、合わせて１０

３万円の減額でございます。雑入として、温泉泉

源ポンプ電気料負担金からプレミアム付商品券売

払収入まで、合わせて８,１６７万２,０００円の

減額でございます。 

 ２１款町債１項２目農林水産業債は、渡島東部

経営体育成基盤整備事業債から農業整備特別対策

事業債まで、合わせて１,６１０万円の減額でご

ざいます。 

 ３目土木債は、道路橋りょう債として、橋りょ

う長寿命化改良事業債１,１２０万円の追加。河
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川債として、中野川環境整備事業債７０万円の追

加。都市計画債として、都市再生事業債６０万円

の減額。土木債合計１,１３０万円の追加でござ

います。 

 ４目教育債は、小学校債として大中山小学校多

目的広場等整備事業債３,８５０万円の減額。教

育総務債として大沼地区小・中学校統廃合事業債

５,６２０万円の追加。 

 学校情報通信ネットワーク環境整備事業債とし

て、事業費の２分の１として４,７３０万円の追

加。合わせて６,５００万円の追加でございま

す。 

 ５目臨時財政対策債は、臨時財政対策債３,１

１０万円の減額でございます。 

 次に、４ページに戻っていただきます。 

 第２表、繰越明許費補正でございます。 

 追加となるのは、８款土木費２項道路橋りょう

費の橋りょう長寿命化改良事業３,２４８万５,０

００円。１０款教育費１項教育総務費の学校情報

通信ネットワーク環境整備事業９,４７０万９,０

００円の２件でございます。 

 変更となるのは、１０款教育費１項教育総務費

の大沼地区小中学校統廃合事業の金額を４億２,

８０６万７,０００円から２,０６８万１,０００

円に変更するものでございます。 

 第３表、債務負担行為補正でございます。 

 変更となるのは、町議会本会議設備機器等更新

事業で、事業費の確定により限度額を２,２６３

万２,０００円から１,９９１万７,０００円に、

都市計画マスタープラン等策定業務委託料で、事

業費の確定により限度額を２６７万円から２４４

万２,０００円に変更するものでございます。 

 続いて、６ページになります。 

 第４表、地方債補正でございます。 

 １の変更追加となるのは、学校情報通信ネット

ワーク環境整備事業で、限度額４,７３０万円を

追加するものでございます。起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、表示のとおりでござ

います。 

 ２の変更としましては、渡島東部経営体育成基

盤整備事業から臨時財政対策債までの１０事業に

ついて、限度額をそれぞれ記載の金額に変更する

ものでございます。 

 事業の限度額の変更前、変更後の内訳について

は表示のとおりであり、また、起債の方法、利

率、償還の方法につきましては、補正前と同じで

ございます。 

 提案説明については、以上でございます。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 畑中静一議員。 

○７番（畑中静一） １点だけお尋ねします。 

 ２９ページの個人番号カード交付事業負担金１

０６万１,０００円、この事業は始まってどのぐ

らいになるかな、かなりたつと思うのですけれど

も、今、町民が七飯町の場合２万８,０００もい

るのですけれども、この加入率というのはどう

なっているのでしょうか。そしてまた、個人番

号カードに加入しないと、どんな不利な点という

のでしょうか、そういうものはあるのでしょう

か。また、非常に入らない人から聞くと、個人情

報が漏れる云々というような話も聞くのですけれ

ども、このことについて国なんかの指導は、行政

に対してどうなっているものかですね。 

 それから、１０６万円のあれなのですけれど

も、これは実は何人分の用意されたものなのか。

そしてまた、人数を出すに当たって、どういう方

法でこの人数を算定してきたのか、この辺につい

てお尋ねします。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 個人番号カードの交付

につきましては、平成２７年度、正式に言います

と平成２８年１月からの交付になっております。

現時点におきまして、総計で２月末の状況により

ますと、３,１７１件の交付をされております。 

 令和元年度におきましては３９７件、この算定

方法は町のほうで決めるのではなくて、人口割で

あったりとか、交付枚数によって独自の算出方式

によって、負担金として請求を町のほうに求めら

れます。ただ、こちらに関しては国からの１００

％の補助になっておりますので、町の負担はゼロ

という形になっております。 

 マイナンバーカードの利点といいますと、こち
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らは七飯町においてはコンビニ交付だったりと

か、あと将来的に言いますと、マイキーであった

りとか、保険証が併用される予定というふうに国

のほうから示されるところでございます。 

 それをやらないからといって、何か国からの指

導があるかとかそういう点ありませんけれども、

国からはできるだけマイナンバーカードの推進に

努めていただきたいという文書は来ております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 畑中静一議員。 

○７番（畑中静一） 今、七飯町の場合２万８,

０００人の人口なのですけれども、先ほど何人加

入しているかについて、私、耳悪いのか知らない

けれども、ちょっと聞きづらかったのですよね。

何人ぐらいなのかということなので、それちょっ

とお願いします。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 交付枚数でありますけ

れども、平成２７年度からの事業で、正式に言う

と平成２８年１月からの交付になっております。

平成２８年１月からことしの２月末までの交付枚

数が３,１７１件というふうになってございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 畑中静一議員。 

○７番（畑中静一） 国では、こうした番号カー

ドというのは非常に普及をしたいという考えでお

られると思うのですけれども、この三千幾らの数

については、担当課等ではどのように考えている

のですか。これなら私から言わせると、２万８,

０００の人口の中で３,０００だから、余りにも

普及していないと。何となくどうでもいいような

制度に悪いのだけれども、見えるのですよね。こ

の辺がどうなっているのかなと思って、担当課で

は。 

 そしてまた、町なんかでも個人番号について

は、どのように町民に対して加入を促しているも

のか。例えば、広報等でＰＲしている時もあるで

しょうけれども、その辺、きちっとした考えを町

民に訴えていかないとならないのではないかなと

思うのですよ。本当に三千幾ら、どうでもいいよ

うなカードなのだ。私も実は持っているのです

よ。持っていても何か役に立ったなというような

実感がわかないの、健康保険証か免許証あればも

う用足りるわけね、大体において、あと判子あれ

ば。 

 そして住基ネットカードというのは、どうして

もこれでなければだめだというのではない、なか

なかなかったものですから、この辺、本当に残念

な制度だなと思うのですけれども、担当課のお考

え、あるいは町長のお考え聞かせていただけれ

ば、よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 町といたしましては、

広報とかホームページ、あるいはポスター等とか

も掲示して、努力しているところではございます

けれども、今後は国からの通知等も含めまして、

そちらの周知に関しましては中身精査して努力し

ていきたいと思いますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） ただいま、マイナン

バーカードのことで御質問がありましたけれど

も、既にマイナンバーカードは、今、普及するよ

うに努めていますけれども、マイナンバー通知と

いうのは皆さんの全員に、国民全員に行っており

まして、マイナンバーを今後、国で年金だとか、

全ての住民記録をわかりやすくするために進めて

いるということで、先ほど住民課長が答弁しまし

たとおり、今後、来年度以降、健康保険証がマイ

ナンバーに切りかわる予定ということもありまし

て、町のほうでは国の指示に従って住民に説明を

しながら、普及に努めてまいりまりたいというふ

うに考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） 一般の４７ページで、た

しか国の事業だったと思うのであれですけれど

も、プレミアム付商品券の発行事業費で８,２０

０万円とあるのですけれども、せっかくこういう

国の事業あったのですけれども、実際にこれだけ
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余ってしまったと言ったらあれですけれども、利

用者がいなかったということだったと思うのです

けれども、これの対象者の人数というか世帯数な

のかな、その数字と、それに対して八千何がしの

要は何人対象の目的でやったけれども、実際はこ

れだけしか来なかったよということになってしま

うのかなと思うのですけれども、その辺はどうい

うふうになっているのですか。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） ただいまの御質問

に御答弁させていただきます。 

 おっしゃるとおり、こちらのプレミアム付商品

券事業は、国の補助事業でございます。基本的に

事務費、それから事業費につきましては１００％

歳入が見込めるという事業でございます。 

 七飯町の対象者、まず非課税者分の対象者の人

数なのですけれども、６,１７６名、うち申請を

いただいた方が２,８７５名となってございまし

て、率としますと４７.３％でございます。 

 また、子育て世帯分といたしましては、対象者

が６２０名ございましたので、こちらにつきまし

て合計で３,４９５名ということになってござい

ます。 

 このたびの補正も非常に多額になってございま

す。当初、全ての方を対象として予算は組んでお

りますので、このたび実際にこのような見込みに

なりましたので、このたびちょっと多額なのです

が、減額補正をさせていただいたところでござい

ます。おおむね今、決算見込みでは約８,７００

万円程度が、今後、各事業所に支給される見込み

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２０号令和元年度七飯町一般会計補正予

算（第１０号）を原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第２２ 

議案第２１号 令和元年度七飯町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２２ 議案第２１号

令和元年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第２１

号令和元年度七飯町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）について、提案説明申し上げます。 

 このたび提案いたします令和元年度七飯町国民

健康保険特別会計補正予算は、既定予算の総額に

歳入歳出それぞれ９,３００万７,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３億８,８

００万円とするものでございます。この補正は、

決算を念頭においた予算の整理が主な内容でござ

います。 

 それでは、国保７ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、一般管理費

（国保事業）として執行残により旅費７,０００

円の減額。需用費１１万５,０００円の減額。役

務費２４万５,０００円の減額。委託料２５０万

円の減額。備品購入１２万８,０００円の減額。

負担金、補助及び交付金は６万円の減額。合わせ

て３０５万５,０００円の減額でございます。 

 次に、国保事務職員人件費は、決算見込みによ

り給料３５万円の減額。職員手当等２２０万円の

減額。共済費７０万円の減額。合わせて３２５万

円の減額でございます。 

 合計で６３０万５,０００円の減額でございま

す。 

 ２項１目賦課徴収費は、賦課事務費として決算

見込みにより役務費１０万円の減額でございま

す。 
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 ３項１目運営協議会費は、執行残により報酬１

万４,０００円の減額。旅費で８万円の減額。合

わせて９万４,０００円の減額でございます。 

 ４項１目医療費適正化特別対策事業費は、決算

見込みにより役務費２万３,０００円の減額。委

託料３４万４,０００円の減額。合わせて３６万

７,０００円の減額でございます。 

 国保９ページになります。 

 ２目収納率向上特別対策事業費は、国保公用車

管理費としまして、決算見込みにより需用費２万

５,０００円の減額でございます。 

 ２款保険給付費１項１目一般被保険者療養給付

費は、決算見込みにより５,８８５万円の減額で

ございます。２目退職被保険者等療養給付費は、

決算見込みにより５５０万円の減額でございま

す。４目退職被保険者等療養費は、決算見込みに

より１５万円の減額でございます。５目審査支払

手数料は、決算見込みにより８０万円の減額でご

ざいます。 

 ２項１目一般被保険者高額療養費は、決算見込

みにより１００万円の追加でございます。２目退

職被保険者等高額療養費は、決算見込みにより１

５０万円の減額でございます。 

 ４項１目出産育児一時金が、対象者件数の増に

より８４万円の追加でございます。 

 ５項１目葬祭費は、決算見込みにより７５万円

の減額でございます。 

 国保１１ページになります。 

 ３款国民健康保険事業費納付金１項１目一般被

保険者医療給付費分が、決算見込みにより６３３

万４,０００円の減額でございます。２目退職被

保険者等医療給付費分は、決算見込みにより５９

万７,０００円の減額でございます。 

 ２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分

が、決算見込みにより９４万３,０００円の減額

でございます。２目退職被保険者等後期高齢者支

援金等分は、決算見込みにより４０万円の減額で

ございます。 

 ３項１目介護納付金分が、決算見込みにより３

１８万８,０００円の減額でございます。 

 ６款保健事業費１項１目保健衛生普及費は、決

算見込みにより役務費１５万円の減額。委託料１

３０万円の減額。合わせて１４５万円の減額でご

ざいます。 

 ２項１目特定健康診査等事業費は、決算見込み

により需用費が１３万５,０００円の減額。役務

費は４３万円の減額。委託料は１１５万６,００

０円の減額。合わせて１７２万１,０００円の減

額でございます。 

 １３ページになります。 

 １０款繰上充用金１項１目繰上充用金は、平成

３０年度の決算額確定により、前年度繰上充用金

として５７７万３,０００円の減額でございま

す。 

 歳出は、以上でございます。 

 次に、国保５ページの歳入に戻っていただきま

して、１款国民健康保険税１項１目一般被保険者

国民健康保険税は、決算見込みにより医療給付費

分現年課税分が１,６３３万５,０００円の追加。

後期高齢者支援金分現年課税分は２６６万９,０

００円の追加。合計で１,９００万４,０００円の

追加でございます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は、決算見

込みにより医療給付費分現年課税分が６４万７,

０００円の減額。後期高齢者支援金分現年課税分

が２３万８,０００円の減額。介護納付金分現年

課税分が１６万３,０００円の減額。合わせて１

０４万８,０００円の減額でございます。 

 ２款道支出金１項１目保険給付費等交付金は、

現年度分として決算見込みにより普通交付金が

６,５７１万円の減額。道繰入金が１３９万４,０

００円の減額。特定健診等負担金が１３万５,０

００円の減額。合計で６,７２３万９,０００円の

減額でございます。 

 ３款繰入金１項１目一般会計繰入金は、決算見

込みにより保険基盤安定繰入金（国保税軽減分）

が４３１万２,０００円の追加。保険者支援分が

２４１万１,０００円の追加。職員給与費等繰入

金が２３４万円の減額。出産育児一時金等繰入金

が５６万円の追加。財政安定化支援事業繰入金が

７４３万７,０００円の追加。合計で１,２３８万

円の追加でございます。 

 ５款諸収入２項６目歳入欠かん補塡収入は、決

算見込みにより５,６１０万４,０００円の減額で
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ございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第２１号令和元年度七飯町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）を原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第２３ 

議案第２２号 令和元年度七飯町介護保

険特別会計補正予算（第５号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２３ 議案第２２号

令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第

５号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第２２

号令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算

（第５号）について、提案説明させていただきま

す。 

 このたびの補正の主な内容は、歳出は執行見込

みによる減額補正及び職員共済組合負担金の不足

分及び介護保険財政調整基金への利子の積み立て

のための追加補正。また、歳入は歳出の減額補正

に連動した国・道支出金支払調整基金繰入金等の

減額補正及び介護保険財政調整基金運用利子の追

加補正でございます。 

 それでは、第１条、既定の歳入歳出予算の総額

から歳入歳出それぞれ１,４５５万８,０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２８億８,６６４万１,０００円と定めるものでご

ざいます。 

 次に、介保６ページの歳出から御説明申し上げ

ます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、一般管理費

（保険事業勘定）として、臨時職員に係る共済費

から一般職員の旅費に執行見込みにより減額が生

じ、合わせて３１万８,０００円の減額。介護保

険事務職員人件費として、職員手当等に執行見込

みにより職員手当等４２万円の減額。共済費は不

足が生じることから、職員共済組合負担金８万円

の追加。事業合計で３４万円の減額。事業合計６

５万８,０００円の減額です。 

 ３項１目介護認定審査会費は、介護認定事務職

員人件費として、職員手当等に執行見込みにより

３０万円の減額。 

 ２項認定調査費は、認定調査費として臨時職員

に係る共済費から役務費に、決算見込みにより８

６万６,０００円の減額でございます。 

 ２款保健給付費１項５目施設介護サービス給付

費は、主に介護療養型医療施設、入所者が８名程

度減少が見込まれ、負担金、補助及び交付金５０

０万円の減額。７目居宅介護福祉用具購入費は、

利用者に１０件ほど減少が見込まれ、負担金、補

助及び交付金２０万円の減額。８目居宅介護住宅

介護改修費は、利用者に５件程度の減少が見込ま

れ、負担金、補助及び交付金３０万円の減額。 

 次のページになります。 

 ９目居宅介護サービス計画費は、計画件数に９

０件ほど減少が見込まれ、負担金、補助及び交付

金１５０万円の減額。 

 ２項介護予防サービス等諸費３目地域密着型介

護予防サービス給付費は、主に通所リハビリス

テーションで５件程度の減少が見込まれ、２０万

円の減額。５目介護予防福祉用具購入費は、３件

ほどの減少が見込まれ１０万円の減額。６目介護

予防住宅改修費は、利用者に５件程度の減少及び

１件当たりの改修単価が減少が見込まれるため１

００万円の減額。 

 ３項その他諸費１目審査支払手数料は、当初２

５万２,０００件分の予算を計上していたとこ

ろ、大体２２万３,１００件程度と、減少が見込

まれることから２０万円の減額。 
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 ４項高額介護サービス等費は、２目介護予防

サービス費は２０件分のところ、１０件程度の決

算見込みで１０万円の減額。 

 ５項高額医療合算介護サービス等費は、２目高

額医療合算介護予防サービス費は、１件分の金額

と予算が２０件から決算見込み１０件と減少が見

込まれ、１０万円の減額でございます。 

 次に、３款地域支援事業費１項１目介護予防地

域支援サービス事業費は、介護予防ケアマネジメ

ント事業費として、介護予防ケアマネジメントの

件数が１,９８０件分のところ、おおよそ１,９６

０件程度と減少が見込まれ、委託料１０万円の減

額。 

 次のページになります。 

 ２目一般介護予防事業費は、介護予防事業費と

して、報償費から役務費までに執行見込みにより

７０万６,０００円の減額。介護予防事務職員人

件費として、職員手当に執行見込みで４０万円ほ

どの減額。合計４７万６,０００円の減額。 

 ３目包括的支援及び任意事業費は、地域包括支

援センター運営費として、共済費から委託料まで

決算見込みにより６８万２,０００円の減額。任

意事業費は、報償費及び負担金、補助及び交付金

に決算見込みにより９６万円の減額。包括的支援

事務職員人件費は、給料から共済費に決算見込み

により１７６万３,０００円の減額。包括的支援

公用車管理費は、需用費の決算見込みにより１０

万円の減額。合計３５０万５,０００円の減額で

ございます。 

 次に、４款保健福祉事業費１項１目訪問介護等

利用者負担助成費は、利用月数が５カ月程度減少

が見込まれ５万円の減額でございます。 

 次のページになります。 

 ５款基金積立金１項１目基金積立金は、介護保

険財政調整基金の運用利子として９万７,０００

円の追加でございます。 

 次に、歳入になります。介保の５ページをごら

んください。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金は１

４９万円の減額。 

 ２項１目調整交付金は５１万３,０００円の減

額。２目地域支援事業交付金は、介護予防事業交

付金として１４万４,０００円の減額。包括的支

援事業等交付金として１３４万９,０００円の減

額。合計１４９万３,０００円の減額。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金

は２３４万９,０００円の減額。２目地域支援事

業支援交付金は１５万６,０００円の減額。 

 ５款道支出金１項１目介護給付費負担金は１３

３万７,０００円の減額。 

 ２項１目地域支援事業交付金は、介護予防事業

交付金として７万３,０００円の減額。包括的支

援事業等交付金として６７万５,０００円の減

額。合計７４万８,０００円の減額。 

 ６款財産収入１項１目利子及び配当金は、介護

保険財政調整基金運用利子として９万７,０００

円の追加。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金は１０８

万７,０００円の減額。２目地域支援事業繰入金

は、介護予防事業繰入金として７万３,０００円

の減額。包括的支援事業等繰入金として６７万

５,０００円の減額。合計７４万８,０００円の減

額。 

 ３目その他繰入金は、介護保険事務費繰入金と

して１８２万４,０００円の減額。 

 次のページになります。 

 その他繰入金として、１０２万３,０００円の

追加。事業合計８０万１,０００円の減額。 

 ２項１目介護保険財政調整基金繰入金は３６９

万５,０００円の減額。 

 ９款諸収入２項３目雑入は、介護予防教室参加

者負担金として２０万円の減額でございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２２号令和元年度七飯町介護保険特別会

計補正予算（第５号）を原案のとおり可決するこ
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とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 ３時２５分まで、暫時休憩いたします。 

午後 ３時１１分 休憩 

────────────── 

午後 ３時２４分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第２４ 

議案第２３号 令和元年度七飯町下水道

事業特別会計補正予算（第３号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２４ 議案第２３号

令和元年度七飯町下水道事業特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、議案第２３

号令和元年度七飯町下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について、提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定の歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ１,４９０万円を減額

し、総額を歳入歳出それぞれ８億８,８４０万円

とするものでございます。 

 主な補正予算の内容としましては、入札執行減

に伴う不要額や決算見込みに伴う補正と、これに

伴う歳入の補正を行うものでございます。 

 それでは、初めに歳出から御説明いたします。 

 １１ページをお開き願います。 

 １款公共下水道費１項１目下水道事業費は、下

水道整備事務費で７節賃金の臨時職員賃金は、決

算見込みにより１０万円の減額。２３節償還金、

利子及び割引料の国庫支出金等返還金は、決算見

込みにより２万８,０００円の減額。２７節公課

費の消費税及び地方消費税納付額は、納付見込み

から８７０万６,０００円の追加。事業費計８５

７万８,０００円の追加。公共下水道整備事業

で、１３節委託料の汚水管渠実施設計委託料は、

入札減等により１３１万９,０００円の減額。流

域下水道整備事業で、１９節負担金補助及び交付

金の流域下水道整備事業負担金は（建設費分）、

（資本費分）の精算分で７８９万４,０００円の

減額。特環下水道整備事業で、１３節委託料の浄

化センター設備更新実施設計委託料、浄化セン

ター建設資材実勢価格調査委託料及び１５節工事

請負費の浄化センター設備更新工事は、入札減な

どにより事業費計１,０６０万９,０００円の減

額。下水道整備職員人件費で、３節職員手当等の

職員手当及び４節共済費の職員共済組合負担金

は、決算見込みにより事業費計３９万１,０００

円の減額でございます。 

 続きまして、２項１目下水道管理費でございま

すが、下水道管理費で１３節委託料のマンホール

ポンプ場維持管理業務委託料、１８節備品購入費

の維持管理用機械器具購入費及び１９節負担金、

補助及び交付金の水洗便所改造資金利子補給は、

入札減、決算見込みなどにより事業費計１７４万

５,０００円の減額。浄化センター作業車管理費

で、１４節使用料及び賃借料の施設管理用自動車

借上料は、決算見込みにより５７万７,０００円

の減額。 

 次のページでございますが、浄化センター管理

費で、１３節委託料の自家用電気工作物定例保安

管理業務委託料及び１５節工事請負費の大沼浄化

センター施設修繕工事は、入札減などにより事業

費計７０万１,０００円の減額。 

 続きまして、２款１項公債費２目利子でござい

ますが、下水道事業債償還費（利子）で、２３節

償還金、利子及び割引料の長期債利子償還金は、

決算見込みにより２４万１,０００円の減額と

なっております。 

 続きまして、歳入でございますが、７ページに

お戻り願います。 

 １款分担金及び負担金１項分担金１目下水道事

業分担金は、公共下水道受益者分担金の現年度滞

納繰越分合わせて２２１万４,０００円の追加。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使

用料は、１節公共下水道使用料で、現年度滞納繰

越分合わせて８８５万３,０００円の追加。２節

特環下水道使用料で、現年度滞納繰越分合わせて
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２９８万３,０００円の追加。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道国庫

補助金は、１節公共下水道費補助金で社会資本整

備総合交付金（公共下水道分）で６６万円の減

額。２節特環下水道費補助金で、社会資本整備総

合交付金（特環下水道分）で、５７８万６,００

０円の減額。 

 ６款繰入金１項１目一般会計繰入金は、１節一

般会計繰入金で公共下水道分１,０８９万３,００

０円の減額。特環下水道分５８万５,０００円の

追加。 

 ７款１項１目繰越金は、１節繰越金で前年度繰

越金５２０万円の追加。 

 ８款諸収入１項１目雑入は、１節雑入で道路改

良工事支障物件移設補償金（公共下水道分）で３

２９万６,０００円の減額。 

 ９款１項町債１目下水道債は、１節公共下水道

事業債で８７０万円。次のページでございます。

２節特環下水道事業債で５２０万円。４節公営企

業会計適用債で２０万円の減額でございます。 

 最後になりますが、３ページにお戻り願いま

す。 

 第２表、繰越明許費でございますが、流域下水

道整備事業について８５０万５,０００円の繰越

明許をするものでございます。 

 次に、第３表、地方債補正、変更でございます

が、公共下水道事業外３事業で、限度額を総額

７,５５０万円から６,１４０万円に変更するもの

でございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法について

は、補正前と変更はございません。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） １８ページの下水道整備事

務費の２７の公課費の消費税及び地方消費税のう

ち８７０万円ちょっと出ているのですけれども。 

○議長（木下 敏） マイクが入っていなくてよ

く聞こえないので、もう１回お願いします。 

○１番（横田有一） 了解しました。 

 下水の１２ページの下水道整備事務費２７の公

課費の消費税及び地方消費税納付金で８７０万

６,０００円、これの内訳教えてください。 

○議長（木下 敏） 水道課参事。 

○水道課参事（青山栄久雄） それでは、私のほ

うから説明させていただきますが、こちらの予算

につきましては、通常、消費税の納付額は１年間

４回お支払いします。これ中間納付３回に、確定

申告１回ですけれども、こちらの下水道事業特別

会計につきましては、４月１日以降に公営企業会

計に切りかわることから、３月３１日で打ち切り

決算となります。その他こちらのほうの補正予算

額は、令和元年度分の売り上げた消費税が４月１

日以降の９月に払われることから、この２回分を

ここで補正予算に計上して、次にそれを未払金と

して企業会計のほうでお支払いすることになりま

す。平成３０年度の消費税額については約１,４

００万円、令和元年度分の納付予定額も、失礼し

ました。平成３０年度分の予算額については約

１,４００万円、令和元年度分については約２,９

００万円が納付予定額となりますので、合計約

４,３００万円程度をお支払いする予定になりま

す。これが当初予算では３,６００万円を計上し

ており、残りの約８７０万円について補正を行っ

たということになります。 

 説明は以上になります。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 何か会計のシステム変わっ

たというふうな話なのですけれども、この８７０

万円は４,３００万円のうち３,６００万円は既に

払って残りだよというのですけれども、これは確

定は今の時期になったのですか、確定なった時期

というのはいつなのですか。 

○議長（木下 敏） 水道課参事。 

○水道課参事（青山栄久雄） 平成３０年度分の

事業年度の確定分は去年、令和元年度の９月３０

日、次の令和元年度分の課税年度事業分について

は、令和２年度の９月に確定申告をして決定され

ますので、これは５月３１日ぐらいまでには確定

申告のための計算を行って、これは支払時期につ

いては、企業会計からお支払いすることになりま

すので、この令和元年度の中で補正予算として計
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上して、残りの額を支出・負担行為をして、未払

金として次年度に引き継ぐというような予算の中

身になります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） では、今後も同じような方

法でやるということでいいですか。 

○議長（木下 敏） 水道課参事。 

○水道課参事（青山栄久雄） 次に、企業会計に

移行されたときには、４月から３月が事業期間に

なりますので、次の企業会計で確定申告を行う時

期は５月末になります。払いについては６月とい

うことになります。切り替わるということになり

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２３号令和元年度七飯町下水道事業特別

会計補正予算（第３号）を原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第２５ 

議案第２４号 令和元年度七飯町水道事

業会計補正予算（第３号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２５ 議案第２４号

令和元年度七飯町水道事業会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、議案第２４

号令和元年度七飯町水道事業会計補正予算（第３

号）について、提案説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、入札執行減に伴う不用額の

減額や決算見込みに伴う補正となっております。 

 まず議案の第１条は、令和元年度七飯町水道事

業会計補正予算（第３号）を次のとおりとする総

則でございます。 

 第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び

支出についてでございます。 

 収入の総額でございますが、第１款水道事業収

益で５,２００万円を追加し、５億８,３００万円

に、支出の総額を第１款水道事業費用で７７０万

円を減額し、４億７,４００万円とするものでご

ざいます。 

 第３条は、予算第４条に定めた資本的収入及び

支出について、本文括弧書中の資本的収入額が、

資本的支出額に対して不足額１億８,１１０万円

を２億３,３７３万５,０００円に、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額を２,３１５

万６,０００円から１,３８６万６,０００円に、

過年度分損益勘定留保資金を９,６０６万９,００

０円から１億７５５万７,０００円に、当年度分

損益勘定留保資金を６,１８７万５,０００円から

１億１,２３１万２,０００円にそれぞれ改め、収

入の第１款資本的収入で１億１,１１２万６,００

０円を減額し１億４０７万４,０００円とし、支

出の次のページになりますが、第１款資本的支出

で５,８４９万１,０００円を減額し、３億３,７

８０万９,０００円とするものでございます。 

 第４条は、予算第５条に定めた債務負担行為に

ついて、入札執行減により取り替え用量水器購入

代の限度額を２,８６１万４,０００円から２,７

９９万５,０００円に改めるものでございます。 

 第５条は、予算第６条に定めた企業債を変更す

る補正で、別紙のとおり定めるものでございま

す。 

 第６条は、予算第９条に定めた流用することが

できない経費を定めたもので、第１号職員給与費

で９０万円を減額し５,５９５万円に、第２号賞

与引当金繰入額で９８万４,０００円を減額し、

３４０万６,０００円とするものでございます。 

 第７条は、予算第１０条に定めた一般会計から

水道事業会計への補助金を定めたもので、第１号

統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要
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する経費で２７万９,０００円を減額し１,５５７

万６,０００円に、第２号企業職員に係る児童手

当に要する経費の補助金で１４万４,０００円を

減額し、７５万６,０００円とするものでござい

ます。 

 それでは、収益的収入及び支出の支出から御説

明申し上げます。８ページをお開き願います。 

 １款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄

水費は、増減なしで、内訳は２節手当から１８節

賃借料まで及び２４節薬品費の減額。２３節動力

費１７０万円の追加は、決算見込みなどによるも

のでございます。２目配水及び給水費は、５８０

万円の減額で、内訳は２節手当から９ページの２

７節保険料まで、決算見込みなどによるものでご

ざいます。４目業務費は、４５４万１,０００円

の減額で、内訳は２節手当から３３節貸倒引当金

繰入額まで、決算見込みなどによるものでござい

ます。５目総係費は、５８万４,０００円の減額

で、内訳は３節賞与引当金繰入額から２８節負担

金まで、決算見込みなどによるものでございま

す。６目減価償却費は、２７万４,０００円の追

加で、内訳は有形固定資産減価償却費の構築物機

械及び装置、量水器、車両運搬具、工具及び備品

で、設備の更新に伴い、償却資産が確定したこと

による増及び減となっております。 

 １０ページ目の７目資産減耗費は３７７万５,

０００円の追加で、内訳は固定資産除却費の構築

物機械及び装置、量水器で当年度中の除却費が、

確定したことによる増及び減となっております。 

 ２項営業外費用１目支払利息は、８２万４,０

００円の減額で、企業債利息の企業債利息償還金

利息で、決算見込みなどにより減額するものでご

ざいます。 

 続きまして、収益的収入及び支出の収入の説明

となります。６ページにお戻り願います。 

 １款水道事業収益１項営業収益１目給水収益

は、５,３５５万４,０００円の追加で、七飯・藤

城・大沼地区ともに水道料金が、予定額に対して

増収となる見込みによる追加でございます。 

 ２項営業外収益１目受取利息及び配当金は１２

万円の追加で、預金利息の増の見込みによるもの

でございます。２目補助金は、一般会計からの繰

入金で、旧簡易水道事業に係る経費など４２万

３,０００円を減額するものでございます。３目

長期前受金戻入は、減価償却費の確定等により受

贈財産評価額と補助金、その他長期前受金合わせ

て１８７万円を減額。４目雑収益は、不用品売却

収益で検満切れとなった取り替え用量水器の売却

収入で、決算見込みで１９万３,０００円を減額

するものでございます。 

 次のページ、３項特別利益２目その他特別利益

は、その他特別利益で、貸倒引当金戻入益８１万

２,０００円の追加となっております。 

 続きまして、資本的収入及び支出の支出につい

て御説明申し上げます。１３ページをお開き願い

ます。 

 １款資本的支出１項建設改良費１目水道施設費

は５,８４９万１,０００円の減額で、内訳は委託

料で本町地区老朽管布設替え実施設計委託料外４

事業の入札減などによる減額。施設改良費で上水

道第６水源導水ポンプ更新工事外１２事業の入札

減などによる減額。施設費で災害等応急用資機材

購入代及び車両運搬具購入代の入札減額による減

額となっております。 

 続きまして、資本的収入及び支出の収入につい

てでございますが、１２ページをお開き願いま

す。 

 １款資本的収入１項企業債１目建設改良企業債

は１億８２０万円の減額で、内訳は鳴川地区水源

新設事業債外１５事業債の事業費減に伴う減額。 

 ２項長期前受金２目その他長期前受金は２９２

万６,０００円の減額で、道道改良工事に伴う水

道管移設補償金、２事業分の確定に伴うものと

なっております。 

 最後になりますが、１ページ目にお戻りいただ

きまして、企業債補正でございます。 

 廃止としまして、鳴川地区水源新設事業２２０

万円及び国道５号線改良工事に伴う水道管移設事

業１,３３０万円の廃止。 

 ２ページ目の変更としまして、本町地区配水管

新設事業外１３件の起債について、限度額の総額

を１億９,２７０万円から１億円に変更するもの

で、起債の方法、利率、償還の方法については、

補正前と同じでございます。 
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 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２４号令和元年度七飯町水道事業会計補

正予算（第３号）を原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第２６ 

議案第２５号 町道路線の認定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２６ 議案第２５号

町道路線の認定についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、議案第２

５号町道路線の認定について提案説明申し上げま

す。 

 道路法第８条第２項の規定により町道の路線を

別紙のとおり認定するため、議会の議決を求める

ものでございます。今回は、新たに４路線の町道

認定を行うものでございます。 

 それでは、議案書の後ろに添付しております町

道路線認定調書と位置図により御説明させていた

だきます。 

 左上のほうに路線図番号と記載されております

位置図をお開き願います。 

 図面番号１、大中山６１号。次のページで、図

面番号２、大川１４８号、大川１４９号。図面番

号３で東大沼１号でございます。 

 初めに、大中山６１号につきましては、大中山

神社の裏側で、開発行為により町に帰属されたも

のであります。 

 次に、大川１４８、１４９号は、大川の望ヶ丘

医院の向かい側で、同様に開発行為により帰属さ

れたものであります。 

 最後に、東大沼１号は、終点部が民地であった

ため、終点部の変更に伴う認定でございます。 

 戻りまして、町道路線認定調書をごらん願いま

す。 

 整理番号６６１の大中山６１号は、起点、大中

山２丁目２７９ー１８番地、終点、大中山２丁目

２７９ー１２番地。路線総延長９６.６メート

ル、道路幅員８.０メートルから１０.４メートル

でございます。 

 次の整理番号７００の５１の大川１４８号は、

起点、大川４丁目９９ー１６番地、終点、大川４

丁目９８ー６３番地。路線総延長１３２.８メー

トル、道路幅員８.０メートルから１５.１メート

ルでございます。 

 次の整理番号７００の５２の大川１４９号は、

起点、大川４丁目９８ー５３番地、終点、大川４

丁目、９８ー１２番地。路線総延長１６８.８

メートル、道路幅員８.０メートルから１１.５

メートルでございます。 

 次の整理番号１９０１の東大沼１号は、起点、

字東大沼４００番地、終点、字東大沼６６４ー５

９番地。路線総延長３,９４７.１メートル、道路

幅員８.９から２２メートルでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２５号町道路線の認定について、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 
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 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第２７ 

議案第２６号 町道路線の廃止について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２７ 議案第２６号

町道路線の廃止についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、議案第２

６号町道路線の廃止について提案説明申し上げま

す。 

 道路法第１０条第３項の規定により町道の路線

を別紙のとおり廃止するため、議会の議決を求め

るものでございます。今回は、２路線の廃止を行

うものでございます。 

 それでは、議案書の後ろに添付しております町

道路線廃止調書と位置図により御説明させていた

だきます。 

 初めに、左上のほうに路線図番号１と記載され

ております位置図をお開き願います。 

 飯田町３号でございます。この路線につきまし

ては、役場を下がってアンダーパスの側道から新

函館北斗駅に向かう町道ですが、ＪＲ藤城線の開

通前から存在する道路で、そのまま開発行為を

行ったことにより、現在は作業道としての通行は

多少ありますが、一般の方の通行がないため、廃

止するものでございます。 

 次に、路線図２、東大沼１号線でございます。

この路線は、調査の結果、終点部が民有地となっ

ておりまして、通行されている方も限定されるこ

とから、先ほど議決いただきました議案第２５号

町道路線の認定についての提案説明で説明させて

いただきました東大沼１号線の終点部までが町道

としての道路用地を七飯町が有していること、ま

た、公益性があることから、終点部の変更に伴い

廃止するものでございます。 

 戻りまして、町道路線廃止調書をごらん願いま

す。 

 整理番号４０３の飯田町３号は、起点、字飯田

町２８ー４番地、終点、字飯田町３３ー４番地。

路線総延長２２８.３メートル、道路幅員８.０

メートルから１０.４メートルの廃止をするもの

でございます。 

 整理番号１９０１の東大沼１号は、起点、字東

大沼４００番地、終点、字東大沼６７０番地。路

線総延長６,１３８.１メートル、道路幅員８.９

メートルから２２.０メートルの廃止をするもの

でございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２６号町道路線の廃止について、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第２８ 

報告第１号 令和２年度一般財団法人

北海道大沼国際交流協会事業計画及び

予算の提出について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２８ 報告第１号令

和２年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会事

業計画及び予算の提出についてを議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、報告第

１号令和２年度一般財団法人北海道大沼国際交流

協会事業計画及び予算の提出について、地方自治

法第２４３条の３第２項の規定により御報告いた

します。 

 なお、この事業計画及び予算につきましては、
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本年２月１８日に開催されました理事会及び評議

委員会において、承認されたものでございます。 

 ２ページの理事会議案第２号令和２年度事業計

画についてでございます。３ページから４ページ

の令和２年度事業計画をごらんください。 

 表の左側の列にあるとおり、大きく分けて七つ

の定款上の事業を計画しているところでございま

す。「１国際交流に関する調査及び研究並びに人

材の育成」、「２国際交流を促進するための各種

行事、研修及び人物交流等の実施」、「３地域の

国際交流団体との連携、協力及び活動の振興」、

「４大沼国際セミナーハウス等の国際交流施設の

広報・宣伝活動及び学会、研修会等の誘致」、

「５大沼国際セミナーハウス等の管理及び運営の

受託、その他委託を受けて行う事業」、「６自然

観察会の実施、自然環境保護活動の指導者の育成

等の自然環境保護活動の企画、実施並びに推

進」、「７その他この法人の目的を達成するため

に必要な事業」でございます。 

 地域における国際化及び国際理解を推進し、そ

の体制を整えるためにも函館圏域の留学生と地域

の児童生徒との交流事業を実施するほか、一般の

方を対象とした英会話及び韓国語講座や小学生を

対象としたキッズ英会話講座など、従来からの事

業の充実にも努めております。 

 施設のＰＲとしては、遠方からの集客を図りな

がら、コンサート開催事業を引き続き実施するほ

か、企業等への利用誘致や、大沼観光各種体験等

一体利用の提案なども行いながら、施設の有効活

用を図ってまいります。 

 また、セミナーハウスの入り口付近の環境整備

を行い、利用者にとって身近で入りやすい施設と

なるよう努めてまいります。 

 さらに、森林公園内の観察台「森のテラス」や

遊歩道を活用して、四季を通じて植物や野鳥の自

然観察、環境に関する学習についても充実させて

まいります。詳細は、各項目の中央列、事業計画

及び右側の列、事業内容の欄をごらんいただきた

いと思います。 

 次に、５ページの理事会議案第３号令和２年度

予算についてでございます。６ページの収支予算

書総括表をごらんいただきたいと思います。 

 令和２年度予算の総額は、収入支出ともに４１

３７万６,０００円となっております。詳細につ

いては、７ページ以降の収支予算書で説明いたし

ます。 

 収入の部、①基本財産運用収入でございます

が、前年度と同額の４４３万３,０００円を見込

んでおります。内訳は、備考欄のとおりでござい

ます。 

 次に、②会費収入でございますが、前年度と同

額の１９８万円を見込んでおります。内訳は、備

考欄のとおりでございます。 

 次に、③自主事業収入でございますが、前年度

に比べ４,０００円増の３２１万３,０００円で、

これは実施する自主事業の整備によるものでござ

います。 

 次に、④施設管理受託事業収入は、前年度と同

額の２,９５９万９,０００円で、七飯町からの指

定管理料でございます。 

 次に、⑤施設運用事業収入、施設利用料で１５

５万円を見込んでおります。 

 次に、⑥基本財産収入として１,０００円。 

 ⑦雑収入は１０万円。前期繰越収支差額につき

ましては、５０万円の予算としております。 

 そして収入合計（Ｂ）でございますが、前年度

に比べ５０万４,０００円増の４,１３７万６,０

００円でございます。 

 次に、８ページの支出の部でございます。 

 ①自主事業費支出は、会議費から雑費まで３１

６万１,０００円。前年度に比べ１５万２,０００

円の増額でございます。これは実施する自主事業

の整理によるものでございます。 

 次に９ページ、②施設管理受託事業費支出につ

きましては、給料手当から雑費まで職員人件費と

支出の維持管理費等で３,２５１万７,０００円。

前年度に比べ１３７万１,０００円の減額でござ

います。 

 次に、③管理費でございますが、会議費から雑

費まで３０９万６,０００円。前年度に比べ２９

万５,０００円の増額でございます。これは主に

消費税の増税によるものでございます。 

 次に、④基金等積立金１,０００円。 

 ⑤退職給与引当金支出５３万７,０００円。予
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備費２０６万４,０００円で、支出合計（Ｃ）が

４,１３７万６,０００円でございます。予備費の

増額につきましては、助成事業で申請中のものが

ございまして、この助成申請が採択された場合に

は予算補正を行いますが、その際には予備費から

事業を行うための一般財源として充てる予定がご

ざいますので、予備費を増額しているところでご

ざいます。 

 当財団は、平成１８年度からこれまでセミナー

ハウス及び森林公園の指定管理を継続して受託し

ており、令和２年度は平成３０年度からの３カ年

の指定管理の最終年度でございます。国際化の理

解と観光振興に向けてより一層の創意工夫によ

り、さらなる活用と活性化に向け進めておりま

す。町といたしましても、財団が南北海道におけ

る国際交流の牽引役、セミナーハウスが国際交流

の拠点施設として大いに力を発揮するよう側面か

ら支援し、国際交流事業の推進を図ってまいりた

いと考えているところでございます。御理解いた

だきますようお願い申し上げ、令和２年度事業計

画及び予算についての御報告とさせていただきま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は、報告済みといたします。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本日の日程は、全

て終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ３時５９分 散会 
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